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はじめに 

 

 

１ 策定の目的 

 

区は、区民生活の向上をめざし、学校や庁舎をはじめとする施設の建設、道

路や公園など都市インフラの整備を進めてきました。特に、昭和 30 年代から

40 年代にかけての高度成長期には、人口の急増に対応するため、多くの小中

学校や施設を集中的に建設しました。 

 今、施設を整備した時代とは社会状況が大きく変化しています。少子高齢化

が急速に進行し、「超」超高齢社会の到来という、これまで経験したことのな

い「未知の時代」に直面しています。生産年齢人口が減少して財政力にかげり

が見えるなかで、膨大な医療・介護需要や子育て支援ニーズに対応していかな

ければなりません。そうしたなか、さまざまな区立施設の老朽化が進み、今後

の維持・更新が区政にとって大きな課題となっています。 

 一方、都市計画道路の整備の遅れなど、練馬区特有の都市基盤上の課題も解

決を迫られています。 

公共施設等総合管理計画は、区政改革の主要な取組の一つとして、将来を見

通して区立施設や都市インフラの維持更新・管理の総合的マネジメントを進め

る方針として策定します。 

 

 

２ 計画の構成 

  

計画は、区立施設編と都市インフラ編により構成します。 

区立施設編は、区民サービスを提供する建物・施設を対象とします。「現状

と将来見通し」「総合的マネジメントの方針」「施設の種別ごとの方針」を明ら

かにします。総合的マネジメント方針は概ね 30 年先を見通したもの、施設の

種別ごとの方針は 10年後を見据えたものとします。 

都市インフラ編は、道路・橋梁・公園・駐車場を対象とします。都市インフ

ラは種別によって性格が大きく異なるため、種別ごとに現状と今後 10 年間の

整備・維持管理の方針を示します。 

なお、区立施設の延べ床面積の約半分を占める小中学校については、この計

画に基づく個別施設の計画として、学校施設管理基本計画を策定します。 
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３ 計画の位置づけ 

 

  平成 28年 10月に策定する区政改革計画に基づく個別計画です。 

  平成 26年、総務省が全国の自治体に公共施設等総合管理計画の策定を要請

しました。その要請の趣旨を考慮しつつ、練馬区の実情に即した計画として

策定します。 
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【区立施設編】 
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第一章 区立施設の現状と将来見通し 
  

図表などのデータは、特に記載のあるものを除き、

平成 27 年度末を基準としています。 
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1.1 練馬区の特徴 

 
1.1.1 練馬区と全国の人口推計 

全国的には既に人口減少局面に入っており、今後も一貫して人口は減少し続

けると見込まれています。練馬区では平成30年代までは増加し、それ以降逓

減するものの、減少率は全国に比べて緩やかで、30年後も約71万人と推計さ

れます。 
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図表１ 練馬区の総人口・年齢区分人口の推移 
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図表２ 全国の総人口・年齢区分人口の推移 
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1.1.2 人口構成の推移 

 

人口構成は、少子高齢化に伴い大きく変化します。特に、人口の多い世代で

ある「団塊の世代」が平成 30 年代半ばに 75 歳を迎え、「団塊ジュニアの世代」

が平成 40 年代後半から 65 歳に到達し始めます。これらの要因により、急速

に高齢者人口が増加していきます。 
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図表３ 人口構成の推移 
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【参考】日本全体および東京都の人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口（24 年 1 月

推計）」（出生中位・死亡中位）によると、平成 72（2060）年の総人口は約 8,700

万人にまで減少すると見通されています。 

国は平成 26 年 12 月に日本全体の将来展望を示す「長期ビジョン」を公表し

ました。この中では、目指すべき将来の方向として、若い世代の結婚・子育て

の希望を実現し、出生率を回復することで、平成 72（2060）年に 1 億人程度の

人口を確保することを掲げています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表５ わが国の人口の推移と長期的な見通し（全国）  

（出典）まち・ひと・しごと創生本部 『まち・ひと・しごと創生 長期ビジョン』（平成 26 年 12 月 27 日閣議決定）』  
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また、平成 27 年 10 月公表の東京都総合戦略においては、東京都の人口は、

平成 32（2020）年の 1,336万人をピークに減少に転じ、平成 72（2060）年には

1,036 万人と、平成 22 年（2010）年に比べ約 2 割減少するとされています。地

域別では、区部は平成 32（2020）年に、多摩地域・島しょ地域は区部より若干

早く平成 27年（2015）年にピークを迎える見通しが示されています。 

人口の減少は、経済や財政に大きな影響を及ぼします。すでに地方では、共

同体そのものの維持が難しくなっているところも出てきています。練馬区も、

日本や東京都の人口動向の影響を受けることは避けられません。 

 
 
 
 
 
 
 
  

図表６ 日本と東京の人口の推移  

（出典）東京都『「東京と地方が共に栄える、真の地方創生」の実現を目指して～東京都総合戦略～」』（平成 27 年 10 月）「第二章 東京の人口」より 
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1.1.3 住居系のまちなみ  

 

練馬区は住居系の用途地域が多く、低層住宅の良好な住環境を守っています

が、これらの地域では高層建築に制限があります。 
 
 

 

 
 
 

（出典）「特別区の統計」（平成 26年版）  

  

 図表７ 特別区各区の用途地域ごとの割合 

うちカッコ内(グラフ上点線内)は 

「第一種低層住居専用地域※」 

  

※…低層の良好な環境保護のための地域であり、用途地域の

中で最も厳しい規制がかけられている。 
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1.2 区の施設の現況 

 

1.2.1 施設数、延べ床面積 

 

区立施設には、庁舎や学校、保育園、地区区民館など、様々な施設がありま

す。単独の施設のほか、複数の施設を併設しているもの、都営住宅や民間施設

などに併設しているものがあります。また、区が保有している建物を民間に貸

し付けている施設もあります。 
区立施設および区が保有する施設の総数は約 690 施設です。総延べ床面積は

約 120 万㎡であり、その約半分は小中学校が占めています。 
 

  

施設種別 施設数 総延床面積(㎡)

小中学校 99 639,699

庁舎等 7 72,263

子どもと青少年の施設 202 68,004

区営住宅 22 63,009

文化・生涯学習施設 24 49,465

スポーツ施設 23 41,105

地域の施設 49 35,291

小中学校以外の教育施設 13 33,046

障害者福祉施設 23 22,127

高齢者福祉施設 23 19,599

産業振興・勤労者福祉施設、集会施設 8 12,667

清掃関連施設 6 12,071

保健相談所 6 8,671

区民事務所、出張所 ※１ 15 6,513

リサイクルセンター 4 3,526

土木出張所、公園出張所 4 1,672

総合福祉事務所 ※１ 2 1,382

その他の施設 164 105,472

施設合計　※２ 694 1,195,583

図表８ 区立施設および区が保有する施設の数・総延床面積 

 

※１ 区民事務所、総合福祉事務所のうち、

練馬区役所庁舎と石神井庁舎内のものは、

庁舎等の中に含めています。 

※２ 区が民間から借り上げて開設してい

る施設で、区が建物の維持管理をしていな

いもの（高齢者集合住宅等）は含めていま

せん。 

総延床面積の内訳 
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1.2.2 施設の老朽化の状況 

 

建築後 30 年以上経過した施設は、353 施設あり、その延床面積は約 81 万㎡

です。これは、区立施設の総延べ床面積の約 67％に当たります。 

築年数が古いほど小中学校の割合が高くなっています。区立施設の耐震化は

完了していますが、老朽化が進行しています。 

 
 

 

 

 

  

図表９ 建築後経過年数別の施設数 

図表 10 建築後経過年数別の施設面積 
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1.3 維持・更新に係る経費と財政負担 

 

1.3.1 施設の維持・更新に要した経費 

 

施設は、適切な時期に改修や改築を行う必要があります。 
平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年間に実施した改修・改築の工事費

は約 519 億円でした。１年あたり平均で約 52 億円を支出しています。 

 

主な改修・改築の工事費 

▶上石神井出張所の改修（平成 25～26年度）  約３億円(248千円/㎡) 

▶上石神井第二保育園の改築（平成 23～24年度）約 5.5億円(400千円/㎡) 

▶桜台地区区民館の改修（平成 26年度）    約６億円(378千円/㎡) 

▶谷原小学校の全面改築（平成 23～27年度）  約 35億円(405千円/㎡) 

▶豊玉第二中学校の部分改築（平成 24～27年度）約 25億円(354千円/㎡) 

図表 11 過去 10年間の改修・改築工事費 

改修…建物等の改良や模様替え、設備や建物の付帯施設等の更新を行うこと 
改築…建物等を解体撤去し、原則として同一敷地内に同様の用途の建物を新

たに建築すること 

▶大泉北出張所、大泉北敬老館、大泉北地域集会所の大規模改修 

→約 2.8億円(244千円/㎡、平成 26～27年度) 

▶桜台地区区民館、同学童クラブ、桜台第二保育園の大規模改修 

→約 6億円(375千円/㎡、平成 26年度) 

▶白百合福祉作業所の大規模改修→約 2億円(333千円/㎡、平成 26年度) 

▶豊玉第二中学校の部分改築   →約 23億円(404千円/㎡、平成 25～26年度) 

▶開進第四中学校の改築     →約 24億円(345千円/㎡、平成 26～28年度) 
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改築、大規模改修の工事単価

市民文化系、社会教育系、行政系等施設 40万円/㎡
スポーツ・レクリエーション系等施設 36万円/㎡
学校教育系、子育て支援施設等 33万円/㎡
公営住宅 28万円/㎡

市民文化系、社会教育系、行政系等施設 25万円/㎡
スポーツ・レクリエーション系等施設 20万円/㎡
学校教育系、子育て支援施設等 17万円/㎡
公営住宅 17万円/㎡

改築

大規模改修

1.3.2 今後 30年間の維持・更新費用の試算 

 

現在の区立施設の機能・規模をそのまま維持するものとして、費用を試算

すると、今後 30 年間の維持・更新費用は約 6,450 億円となります。 1 年あ

たり平均で約 215 億円が必要となります。 
 

 
 試算の前提条件 

１ 平成 27年度に、現在の区立施設の機能・規模を原則としてそのまま維持するものとして、

平成 28 年度から 57 年度の 30 年間の費用を試算しました。                                                                               
２ 試算の対象となる施設は、延床面積 100 ㎡以上の建物(学童クラブは 100 ㎡未満も含む)

としました。ただし、倉庫、集積所などの用途に使われている施設は試算の対象外として

います。 
３ 鉄筋コンクリート造施設については、築 15 年、30 年、45 年時に改修(築 30 年時は大規模

改修)を実施し、築 60 年で改築することとして試算しました。鉄骨造の建物、単独棟の学童

クラブについては、築 15 年、30 年時に改修(築 30 年時は大規模改修)を実施し、築 45 年で

改築を実施することとして試算しました。 
※ 平成 27 年度時点で既に築 30 年を上回る建物は未改修分として、試算期間の 30 年

間に均等配分しました。                                 
４ 費用は、施設の延床面積に工事単価を乗じて試算しました。 

・ 築 30 年の大規模改修および改築の工事単価は、総務省

「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費用の比較分

析に関する調査結果(平成 24 年３月)」を参考に、施設の

用途等に応じて設定しました (右表参照) 。なお、物価の

変動は考慮していません。                              
  ・ 築 15 年、45 年の改修工事単価は施設の用途に関わらず   

127,500 円/㎡と設定しました。                    
・ １つの建物に２つ以上の施設がある複合施設の場合、建物を管理している施設(いわゆ

る大家)の工事単価を採用しました。 

図表 12 現在の区立施設をそのまま維持・更新した場合の費用試算 
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1.3.3 区の財政状況 
 

平成 27 年度決算で見てみると、区の支出のうち、容易に減らすことができ

ない義務的経費(扶助費、人件費、公債費)は、歳出全体の 56％を占めています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

義務的経費は、年々増加しています。中でも扶助費の増加が著しく、少子高

齢化の進行に伴い、今後も増加することが予測されます。 

 

 
 

図表 13 平成 27年度歳出決算 性質別の内訳 

図表 14 義務的経費の推移（各年度決算） 

投資的経費

197億円 8.0%

児童、高齢者、障害者、生活

困窮者などに対する支援

（生活保護費、児童手当、保

育所運営経費等）

学校や区立施設の建設などの

ために区が借りたお金の返済

支出効果が長期間にわた

り、道路や施設建設等の社

会資本整備にかかる経費

総額2,467億円
義務的経費

56.4％

扶助費

874億円 35.4％

人件費

420億円 17.0％

その他経費

879億円 35.6％

物品購入や施設管理、補

助金など

公債費 97億円 3.9％

職員給与費（294億円）や

議員報酬（5億円）など
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平成 27 年度歳入決算では、収入全体のうち、特別区財政調整交付金が 33％
と最も多い割合を占めています。特別区財政調整交付金は、固定資産税・法人

住民税・特別土地保有税を都が徴収し、都区の共通財源として仕事の分担に応

じて都(45％)と区(55％)に分配されるもので、特別区分は各区の財源不足に応

じて交付されます。練馬区は 23 区の中でも特別区財政調整交付金に依存する

割合が高くなっています。 
特別区財政調整交付金は、原資となる固定資産税、法人住民税が経済情勢に

よって大きく左右されます。今後、長期的に人口が減少するなかで国全体の経

済力が低下すれば、その影響を受けることは避けられません。また、法人住民

税の一部が国税化され、今後さらに拡大される動きもあります。特別区財政調

整交付金に大きな影響を与えることが見込まれます。 
2 番目に高い割合を占める特別区税は、今後、生産年齢人口の減少に伴い減

収となることが懸念されます。 

 
歳出では高齢者人口の増加に伴う扶助費の増加が不可避であり、歳入面でも

減少は避けられません。これから練馬区が人口減少局面を迎えると、ますます

厳しい状況になることを覚悟しなければなりません。 

図表 15 平成 27年度歳入決算の内訳 
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第一章のまとめ 

 
  

多くの施設を保有 

老朽化が進行 
 

・多くの施設を保有しており、

約半数は学校施設である。 

・老朽化が進行しており、大

規模改修や改築が必要な時期

を迎える。 

人口減少は緩やか 

土地の高度利用が困難 
 

・人口減少率は緩やかだが、高齢

者人口は増加。 

・都市計画上、高い建物が建てら

れない。 

区立施設の総合的なマネジメントが必要 

維持・更新に 

多額の経費 

 

・今後、改修・改築に年間約 215

億円が必要になると試算。過去

10年間の実績約 52億円を大き

く上回る。 
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第二章 区立施設マネジメントの方針 
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2.1 区立施設マネジメントの目標 

 
区立施設は、区民の皆さんの豊かな生活を支えるために必要なサービスを提

供することを目的としています。区立施設マネジメントは、単に施設の総量削

減、コスト削減のみを目指すものではありません。社会の状況が大きく変化す

るなか、長期的な視点に立ち、練馬区の実情に即した望ましい施設を実現して

いくことを目標とします。 

 

目標１ リアルな区民ニーズに応えるサービスを実現します  

少子高齢化の進展による人口構成の変化、ライフスタイルの多様化等に伴

い、区の施設に求められる機能は変化しています。従来の施設の設備や機能

に捉われず、柔軟な発想であり方を見直し、リアルな区民ニーズに応えるサ

ービスを実現します。 

施設の運営や整備にあたって、民間の創意工夫によりサービス向上や効率

化が図れるものは、民間の力を積極的に活用します。 

 

目標２ 持続可能性を確保します  

施設の運営や維持・更新は、多額の財政支出を伴います。特に、今後は多

くの区立施設の更新が必要な時期を迎えます。改修や改築にあたっては、区

の施設としてこれからも必要かどうかを精査し、真に必要な機能や規模とし

ます。 

施設の整備は将来への投資となるため、現在の世代だけでなく、未来の世

代との負担の均衡に配慮します。 

施設の維持・運営にかかるコストについて、税で賄う部分と利用者の負担

で賄う部分のバランスを見直します。 

   

目標３ 安全で利便性の高い施設にします  

区の施設は、通常の機能に加えて、震災時には災害対応の機能を果たさな

ければなりません。耐震性をはじめ安全性の確保を最優先とし、適切な維持

管理を行います。 

また、だれもが快適に利用できるユニバーサルデザインの施設にしていき

ます。 

 

目標４ まちづくりと一体的に取り組みます  

練馬区は都心に近い利便性とみどり豊かな環境が両立する良好な住宅都

市です。練馬区の特徴を活かし、ポテンシャルをさらに引き出すよう、駅の
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周辺への施設の集約や、みどりと施設が融合したまちの魅力の向上など、ま

ちづくりと一体的に施設の整備を進めます。 

 

目標５ 区民参加と協働によるマネジメントを進めます  

  施設は、区民全体の貴重な財産です。区民サービスの提供の仕方や施設の

あり方は今後どうあったらよいのか、区民の皆さんとともに考えます。区民

の自主的活動や交流の場として施設を有効に活用できるよう、施設の運営に

ついても区民の皆さんとの協働をさらに進めます。 

 

  目標を実現するために、下記の４つの方針を定め、ハード、ソフトをあわ

せて総合的なマネジメントに取り組みます。 

   ●施設配置の最適化方針 

   ●維持・更新の方針 

   ●運営の方針 

   ●適正負担の方針 

  

目 標 実 現 

リアルな区民ニーズに応えるサービスを実現します 

持続可能性を確保します 

安全で利便性の高い施設にします 

まちづくりと一体的に取り組みます 

区民参加と協働によるマネジメントを進めます 

施設配置の最適化方針 

維持・更新の方針 

運営の方針 

適正負担の方針 

総合的マネジメント 
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2.2 施設配置の最適化方針 

 
まず、現在の施設の機能について、「将来にわたって行政が確保すべき機能

か」、「費用対効果の面で効率性はどうか」、「対象やサービス内容が他と重複し

ていないか」、「現在の施設でないと提供できないサービスか否か」などの視点

から見直します。そのうえで、3つの手法を組み合わせることにより施設配置

の最適化を進めます。 

 

2.2.1 施設配置最適化の手法 

 

 手法１ 機能の転換 

社会状況の変化に伴う区民ニーズを考慮し、相対的に需要が低い機能は廃

止・縮小します。 

この結果生じたスペースは、新しい行政需要に応える機能への転換や、老

朽化した施設の移転先とするなど有効活用を図ります。 
有効活用の可能性が低い場合や、大きな改修を行わないと活用できな  

い場合は、貸付や売却を検討します。 
また、利用者が限定的となっている施設は、より幅広い活用ができるよ 

う、機能を転換します。 
[具体例１]出張所の廃止と別機能への転換 

⇒リーディングプロジェクト 1参照 

区民事務所と出張所の機能別再編を行い、従来の出張所窓口で行っていた

証明書発行や税の収納は、コンビニなどでも取り扱うようになりました。 
出張所は平成 28 年度末に廃止し、跡施設については、建物の状況や地域

の意見をもとに別機能への転換を図ります。 
[具体例２]高野台運動場用地における病院と福祉園の整備 

⇒リーディングプロジェクト 2参照 

高齢化の進展に伴う医療ニーズや、重度障害者の日中活動の場の充実など、

今後の行政需要に対応するため、高野台運動場を廃止し、「病院誘致」・「石

神井町福祉園の移転・定員拡大」の用地として活用します。 

 
 手法２ 統合・再編 

同種あるいは類似の施設が重複している区立施設は、 施設の配置バラン

ス・箇所数などを考慮し、公平性や良好なサービス提供の観点から統合・再

編を実施します。現在の施設（場所、建物）でなくても提供できるサービス

は、移転・集約を検討します。 
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[具体例] 地域施設（児童館、敬老館、地区区民館、地域集会所）の再編 

⇒リーディングプロジェクト 3参照 

練馬区には、子どもや高齢者のための施設、地域住民の自主的活動の場と

なる施設が各地域にあります。 
これらの施設の機能を、改修や改築の機会をとらえて徐々に転換し、長期

的に、新たな地域施設として概ね中学校区に 1 か所程度、再配置します。 
 
学校施設は、子どもたちの良好な教育環境を確保し、充実するため、過小

規模校を中心に統合・再編に取り組みます。 
[具体例]旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学校の統合・再編 

⇒リーディングプロジェクト 4参照 

平成 28 年度に学校施設管理基本計画を、平成 29 年度に適正配置基本方

針および学校施設管理実施計画を定め、保護者や地域の区民の方々の理解を

得ながら進めます。  
 

手法３ 複合化 

複数の機能を一つの施設へ集約することで、個別に整備する場合よりも 

施設規模の抑制・総床面積の削減を図りつつ、必要な機能を備えることがで

きます。 

大規模改修や改築の際には、周辺施設や新たな区民サービスの機能との 

複合化を必ず検討します。単独での改修・改築は、あらゆる可能性を検討し

たうえで複合化ができない場合に限定します。 

既存の小規模単独施設は、将来的には改築などにあわせていずれかの施設 

と複合化し、単独での整備はしないこととします。 

[具体例]北保健相談所の移転と周辺施設の集約 

⇒リーディングプロジェクト 5参照 

     北保健相談所をより利便性の高い駅近くに移転し、周辺施設と複合化しま

す。複合化にあわせて、区民ニーズに応える機能を持たせることを検討しま

す。 
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2.2.2 留意する事項 

 

⑴ 跡地・跡施設の活用 

施設配置最適化検討の結果、区立施設としての有効活用が望めないものは、

貸付や売却を行い、賃料や売却益を他施設の改修・改築費用、移転先施設(用

地)取得費用の財源などとして役立てます。 

 

⑵ 民間施設を考慮した配置 

区立施設の機能の中には、保育園や介護保険施設など、民間事業者により

同種・類似のサービスが提供されているものがあります。区立施設の役割を

明確にし、民間施設との配置バランスを考慮します。 

 

⑶ 利便性を考慮した移転・集約 

区民が相談や届出のために訪れる施設は、まちづくり事業や改築などの  

タイミングを捉えて、各鉄道沿線の利便性の高い主要駅周辺へ可能な限り移

転・集約し、利便性をより高めます。 

大江戸線の延伸時には、(仮称)大泉学園町駅周辺においても区立施設の機

能集約を図ります。 

  
⑷ 施設規模の縮小 

施設配置の最適化のための移転や改築を行う際は、従前と同規模での  

施設整備を前提とせず、必要面積を精査し、可能な限り床面積を縮減します。 
また、集会室などを多目的に使える仕様とし、時間帯などを分けて別の機

能でも活用すること（タイムシェア）を積極的に検討します。 
 
タイムシェアのイメージ 
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⑸ 施設間の機能連携 

施設単独の機能だけでなく、関連する施設のネットワーク化やブランチ施

設の配置など、施設間の機能連携によるサービスを充実します。 

[具体例]図書館資料受取窓口(ブランチ施設設置の例) 

図書館について、館数を増やすためには大きな費用が必要ですが、受取窓

口を設けることにより、小さな費用で一定の機能確保を図ることができます。 

 

施設設置のイメージ 
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2.3 維持・更新の方針 
 

これまで区では、施設の耐用年数を 60年、改修周期を 15年とする考え方に

基づき、平成 18年、22年に「区立施設改修・改築計画」を策定してきました。

しかし、平成 20 年のリーマンショックにより財政状況が悪化するなか、耐震

化を最優先とし改修・改築を進めた結果、平成 27 年度までに耐震化は完了し

ましたが、15年周期による改修は時期を先送りせざるを得ませんでした。 

今後、学校の改築や大規模な区立施設の改修が必要となります。これまでの

改修などの実績、建築物の更新についての技術的知見、他自治体の状況などを

考慮しつつ、目標使用年数や改修・改築について新たな方針を定め、これに基

づき施設を維持・更新していきます。 

 
2.3.1 維持・更新の新たな方針 

 

方針１ 施設の目標使用年数を 80年とします 

・ 築 50 年ごろを目途にコンクリートの圧縮強度、中性化状況(※)などに基づ

き長寿命化の適否を判断します。(耐震診断を実施している場合は、その結

果も活用します。)  
※ 中性化状況：コンクリートは本来高いアルカリ性ですが、経年劣化などによりアルカ

リ性を失い酸性に傾くことを中性化と言います。中性化が進行すると、鉄筋の錆につな

がるなど建物の劣化原因となります。 

・ 長寿命化に適するものは築 60 年を目途に改修を行うことで、目標使用年

数を 80 年(※)とします。 
 

    
※ （社）日本建築学会編・発行「建築物の耐久計画に関する考え方」によれば、RC 造

（鉄筋コンクリート造）の望ましい目標耐用年数は、普通品質の建物で 50～80 年、高

品質の場合は 80～120 年」とされています。 

また、文部科学省の「学校施設長寿命化計画策定に係る手引」（平成 27 年 4 月）で

は「実際の学校施設の物理的な耐用年数は、適切な維持管理がなされ、コンクリート

および鉄筋の強度が確保される場合には 70～80 年程度、さらに、技術的には 100 年

以上持たせるような長寿命化も可能である」とされています。 

この計画では、計画的な保全の実施と必要に応じた長寿命化改修を前提に、施設の

55 ～ 806045 50

長寿命化

改修長寿命化

判断

改築

改築

目標使用年数を

80年とする
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目標使用年数を 80 年とします。なお、区営住宅の耐用年数は、公営住宅法に基づき、

原則として 70 年となっています。 

 

方針２ 施設の改修メニューを絞り込みます 
・ 改修の際は、施設の備えるべき機能を維持するために必要な項目のみに 

絞り込んで工事を行います。ただし、機能の転換を伴う場合は必要な工事を

実施します。 
    

方針３ 新築・改築時には施設規模を精査します 

 ・ 施設として担うべき機能を確保するために必要最低限の規模を精査しま

す。改築の際は、原則として現状以下の規模で整備します。 
 

2.3.2 改修・改築の具体的な考え方 

 

⑴ 区立施設(学校施設を除く)の改修・改築 

① 改修 

 20 年目を目途に改修を、40 年目を目途に大規模改修を行います。長寿

命化に適するものは、60 年目を目途に改修を行います。 
20 年目改修  築 20 年目を目途に外壁、屋上防水および電気・機械

設備などの改修工事を実施します。 
 実施メニューは項目ごとに劣化状況により判断し、

必ずしも同時に実施しない場合もあります。 
 劣化状況は不具合の兆候を日常点検・法定点検によ

り把握し、計画的に実施します。 
40 年目改修 
(大規模改修) 

これまでの大規模改修では、建物を一度スケルトン

(躯体：壁・柱・床のみ)の状態にし、間取りの変更や新

機能の追加も含めた工事を行うことがありました。 
今後は、施設の備えるべき機能を維持するための実

施項目を絞り込み、機能の転換を伴う場合を除き、原

則として間取りの変更や新機能の追加は行いません。 
 築 40 年目を目途に電気配線、空調、給排水の配管を

含めた施設全体の改修工事を実施します。 
旧耐震基準の建物で、不特定多数の方が利用する Is

値 0.75(※)未満の施設は、機能保持や耐用年数を考慮し

つつ、可能な限り Is値0.75以上への耐震化を図ります。 
 



26 
 

※ Is 値：構造耐震指標。旧耐震基準に基づき建てられた建物

について、0.6 以上であれば通常の耐震性を有するものとさ

れています。 

 
<留意事項> 

バリアフリー…原則として 500 ㎡以上の不特定多数の方が利

用する施設は、エレベーターの設置、だれでもト

イレの整備など、施設の機能に支障がない範囲で

バリアフリー化を進めます。 

太陽光発電 …新耐震基準の建物で、屋根・屋上の形状や構造

上の観点などから設置が可能な場合、3000 ㎡を超

える建物に 10kw 以上、3000 ㎡以下の建物に 5kw
以上のものを設置します。  

省エネルギー…照明設備の LED化など、省エネルギー型設備を

可能な限り導入します。 

緑    化…施設利用に支障がない場合、敷地の緑化や屋上

緑化、壁面緑化など、可能な限り緑化を進めます。 

60 年目改修  改修の考え方は基本的に 20 年目改修と同様とし、目

標使用年数(築 80 年)までの間必要な機能を維持するた

めの工事を行います。 
 長寿命化に適さないものは、改修を実施せず、改築

または廃止します。 
庁舎、文化施設、区営住宅については規模や設備の特殊性などを考慮 

し、独自の改修計画により対応します。 
また、建築基準法施行令に定める「特定天井」(※)については、「練馬

区耐震改修促進計画」（平成 28～32 年度）に基づき、落下防止のための

改修を計画的に行っていきます。 
※ 特定天井：6ｍ超の高さがあり、かつ面積が 200 ㎡を超え、質量 2kg/㎡超の吊天

井で、人が日常利用する場所に設置されているもの。学校施設については、平成

24 年 9 月文部科学省通知に基づき天井等落下防止対策完了済。 

 

② 改築 

 特定の施設にしか使えない仕様とせず、将来の人口構成や区民ニー  

ズの変化などに伴う利用形態の変更に柔軟に対応できる仕様とします。 

 新耐震基準に基づいた耐震性の確保を基本とし、防災上重要な庁舎は

1.5 倍、区民が利用する施設などは 1.25 倍の耐震性を確保します。 
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<留意事項> 

バリアフリー…スロープや手すり、だれでもトイレ、エレベーター設置など、施

設の特性に合わせて利用者がより使いやすい施設とします。 

太陽 光発電…屋上などの利用に支障がない場合に、5000 ㎡を超える建物は

30kw 以上、5000 ㎡以下の建物は 20kw 以上、3000 ㎡以下の建物

は 10kw 以上のものを設置することを基準とします。 
省エネルギー…LED 照明や雨水を利用したトイレなど省エネルギー型設備を可能

な限り導入します。 

緑    化…施設利用に支障がない場合、敷地の緑化や屋上緑化、壁面緑化な

ど、可能な限り緑化を進めます。 

雨水流出の抑制…建物や棟間、駐車場などに雨水貯留浸透施設を設置し、雨水の流

出を抑制します。 

 

⑵ 学校施設の改修・改築 

 ① 改修 

20 年ごとを目途に、外壁、屋上防水および電気・機械設備などの改修

工事を実施します。また、40 年目にはこの改修に加えて、電気配線、空

調の配管、給排水の配管等の改修を行います。長寿命化に適するものは、

60 年目を目途に 20 年目と同等の改修を行います。 
学校施設はその特性上、工事のために長期間休校にすることができない

ため、改修工事は夏季休業期間などを利用して行うことになります。限ら

れた期間の中ですべての改修項目を実施することができない場合、改修工

事が複数年にまたがることがあります。 
劣化状況については、日常点検、法定点検により不具合の兆候を確実に

把握します。 
照明設備の LED 化など、省エネルギー型設備を可能な限り導入します。 
 

② 改築 

学校施設の約 4 割は築 50 年を経過しており、今後、多くの学校の改築

が必要となります。学校施設は規模が大きく、1 校あたりの改築費用が多

額となるため、短期間に集中して改築を行うことは困難です。財政負担を

平準化するため、以下の点を総合的に考慮して改築に着手する学校の順位

付けを行い、概ね 1 年に 2 校ずつ計画的に改築を行います。 
○学校施設の適正配置 
○小中一貫教育校の設置計画 
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○建築年数 
○施設の老朽化の程度 
○体育館が 2 階以上にある等、避難拠点を運営する上での課題の有無 
○複合化の対象区立施設の有無 
○その他特に配慮を要する事項 
教室の数・種類等の標準化や、ルームシェアなど多用途での使用が可 

能となる汎用性の高い仕様により、必要な機能を確保しつつ可能な限り床

面積を縮減し、改築費用を抑制します。 
避難拠点としての防災上の重要度を考慮し、新耐震基準に基づく耐震性

の 1.25 倍の耐震性を確保します。また、災害時におけるエネルギーセキ

ュリティをさらに高めることを目指し、緊急電源となる外部電力確保設備

や蓄電池と組み合わせた太陽光発電の設置を進めます。 
小学校では、ねりっこクラブのためのスペースを確保します。 
学校における教育活動に配慮したうえで、周辺区立施設の複合化などに

より地域コミュニティの拠点としての機能を充実します。 
統廃合の結果空き施設となった校舎を工事期間中の仮校舎として活用

し、仮設校舎を使用しない改築手法を検討します。 
  

 <留意事項> 

バリアフリー…練馬区福祉のまちづくり推進条例に基づき、スロープや手すり、

だれでもトイレ、エレベーターなどを設置します。 

省エネルギー…LED 照明や雨水を利用したトイレなど省エネルギー型設備を可能

な限り導入します。 

緑    化…施設利用に支障がない場合、敷地の緑化や屋上緑化、壁面緑化な

ど、可能な限り緑化を進めます。 

雨水流出の抑制…建物や棟間、駐車場やグラウンド地下等に雨水貯留浸透施設   

を設置し、雨水の流出を抑制します。 

 
③ 学校施設管理基本計画・実施計画の策定 

平成 28 年度に、改修・改築等の考え方の具体的内容を明らかにする学

校施設管理基本計画を策定します。平成 29 年度には、基本計画に基づく

平成 30 年度から 39 年度までの実施計画を策定し、10 年間に改築する学

校や改築の時期、方法について明らかにします。 
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2.3.3 留意する事項 

 

 ⑴ 仮設施設を設けない改修・改築 

長期間閉館することができない施設は、大規模改修や改築の際、仮設の用

地や施設を確保する必要があります。経費削減や工期短縮等の観点から、仮

設施設を利用し現在地での改修・改築を行う方法だけでなく、適地への移転

についても検討します。 
 

⑵ 民間活力の活用 

平成 27 年 12 月、内閣府と総務省は、人口 20 万人以上の地方公共団体に

対し、公共施設の建設や運営について PPP/PFI(※)手法導入を優先的に検討

するための規程(以下「優先的検討規程」という。)を、平成 28 年度末まで

に策定するよう要請しました。 
内閣府が作成した「優先的検討規程策定の手引き」では、PPP/PFI 手法

導入の検討対象とする事業、導入の適否を評価する客観的基準、評価結果の

公表等について優先的検討規程に明記することとされています。 
※ PPP…Public Private Partnership の略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を

行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資

金の効率的使用や行政の効率化を図る手法です。 

  PFI…Private Financial Initiative の略で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を

民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法です。 

 

  ＜「優先的検討規程策定の手引き」の主な内容＞ 

 

ア 優先的検討の対象とする事業の例 

 ・ 民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認め

られる公共施設整備事業 
 ・ 事業費の総額が 10 億円以上の公共施設整備事業 

など 
イ 検討の進め方 

はじめに、費用総額の比較による「簡易な検討」を行い、PPP/PFI 手
法の導入に適しないと評価されたもの以外の事業を対象に、詳細な検討

を行う。専門的な外部コンサルタントの活用なども含めて幅広い観点か

らの評価を行い、自ら公共施設の整備等を行う従来型手法と、PPP/PFI
手法の比較を行う。 
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ウ 評価結果の公表 

簡易な検討・詳細な検討それぞれの段階で、検討の結果 PPP/PFI 手 

法を導入しないとした場合は、その旨をインターネット上で公表する。 
   
今後、要請の内容を考慮しつつ、区の実情に即した優先的検討規程につい

て検討します。大規模施設等の新設・改築にあたっては、区による従来型の

設計・工事のみを前提とするのではなく、民間活力の導入を積極的に検討し、

区内事業者の活用についても配慮しながら、民間活力の一層の活用を図りま

す。 
 

 ⑶ 財源の確保 

施設整備基金への積み立てや跡地・跡施設の売却、区有財産の貸付などに

より、施設改修・改築の財源を計画的に確保します。 

また、特別区財政調整交付金について、特別区の改修･改築費用の実態を

反映した財政調整がなされるよう、東京都に要望していきます。 
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2.3.4 外郭団体や民間事業者へ貸し付けている施設について 

  
⑴ 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター 

区立施設として指定管理者制度により運営していましたが、練馬区社会福

祉事業団に運営を移管し、民営化しました。現在、土地・建物とも無償貸し

付けとしています。 

これまで大規模改修は区の負担で行うこととしていました。今後、練馬区

社会福祉事業団が主体的に施設維持を行い、それを区が支援する方式へ移行

することを検討し、そのスキーム等について協議します。 

 

施設名称 建築年度 延床面積 

田柄特別養護老人ホーム、デイサービスセンター 平 1 4,974 ㎡ 

関町特別養護老人ホーム、デイサービスセンター 平 5 4,166 ㎡ 

富士見台特別養護老人ホーム、デイサービスセンター 平 6 3,021 ㎡ 

大泉特別養護老人ホーム、デイサービスセンター 平 11 8,203 ㎡ 

 

⑵ 作業所・生活介護事業所 

区の施設としては使わなくなった建物等を民間の障害者施設に無償で貸

し付けています。施設の老朽化時には、区は原則として改修・改築をせず、

順次、移転・家賃補助等への移行を検討します。 

跡地は、他用途への転用または売却・貸付等により有効活用を図ります。 

 

施設名称 貸付先 建築年度 延床面積 

旧東大泉作業所 ねりま第２事業所 昭 36 342 ㎡ 

旧北保健相談所 やまびこ第２作業所、こぶし事業所 昭 45 336 ㎡ 

中村作業所 松の実事業所 平 1 346 ㎡ 

旧富士見台作業所 山彦作業所 平 3 497 ㎡ 

練馬区障害者就労支援室 こぶし事業所 平 10 67 ㎡ 

旧豊玉作業所 ねりま事業所 平 11 522 ㎡ 

旧練馬作業所 たんぽぽ 平 11 522 ㎡ 
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2.4 運営の方針 

 
2.4.1 基本的考え方 

 

施設で提供するサービスの質を上げ、量を充実するうえで、行政が直接担う

より民間の力を活かしたほうが良い分野が拡大しています。こうした分野では

民間と力を合わせ、民間ならではの創意工夫を発揮できるようにする必要があ

ります。 
練馬区ではかつて、急激な都市化と人口の急増に対応して各種の施設の拡充

が迫られました。その当時は民間に担い手が確保できず、必要に応じて区が直

接担ってきました。 
しかし、社会の状況は大きく変化し、行政や社会福祉法人だけでなく、株式

会社やＮＰＯ法人など多様な担い手が、その柔軟性を活かして質の高い施設サ

ービスを提供できるようになっています。区民ニーズにこたえてサービスを向

上させるために、新しい時代にふさわしい仕組みに変えていきます。 
  一方、児童虐待への対応や生活困窮者の支援、防災対策、まちのインフラ

整備といった、行政が最終的な責任を持つべき分野は、区民や民間事業者と

協働しながら、行政でなければ担えない役割を徹底して果たしていきます。 
 
2.4.2 最適な手法の選択 

 

施設の特性に応じて、適切な手法を選択する必要があります。区が直接担う

べき業務は引き続き直営とし、民間の知恵と経験を活用したほうが効果的な業

務は民間が担うことを基本とします。これまでの委託や民営化の実績を検証し、

下記の点に留意しながら今後さらに委託や民営化を進め、サービスの向上を図

るとともに、行財政運営の効率化に取り組みます。 
 

 ⑴ 業務委託と指定管理者制度 

   民間事業者に委託する手法には、次の２つがあります。 

   ① 業務委託 

運営・管理の権限等を区が留保しつつ、民間事業者が効率的・効果  

的に実施できる業務を民間事業者に委ねる。 

   ② 指定管理者制度（「公の施設（※）」に限る） 

地方自治体に「指定管理者」として指定を受けた民間事業者が「公  

の施設」の管理を包括的に行う。 
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   ここでは、業務委託と指定管理者制度をあわせて「委託」といいます。 

    ※ 「公の施設」とは、地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその

利用に供するための施設」と定められている施設で、図書館、美術館、体育館、福祉

園などがあります。 

区役所庁舎や区民事務所など、行政の事務所は「公の施設」にはあたりません。 

   
 委託を開始する際には、施設や業務の特性等によって、どのような業務 

を委託するのか、どの手法が最もふさわしいかを検討し、最適な手法を選択

します。すでに委託している施設・業務も、これまでの実績に照らして、委

託の範囲や手法等について改めて検討します。 
 
○業務委託と指定管理者制度との比較 

 業務委託 指定管理者制度 

1)受託主体 限定はない。 

※議員、長等についての兼業禁

止規定あり（地方自治法第92条

の２、142条等） 

法人その他の団体 

※法人格は必ずしも必要ではな

い。ただし、個人は不可。 

2)法的性格 「私法上の契約関係」 

契約に基づく個別の事務または

業務の執行の委託 

「管理代行」 

「指定」（行政処分の一種）によ

り、公の施設の管理権限を、指定

を受けた者に委任するもの 

※委任：その事務が受任者の職務 

権限となり、その事務について 

は、受任者がもっぱら自己の責 

任で処理することになる。 

 

3)施設の管理

権限 

設置者である地方自治体が有す

る。 

施設の使用許可を受託者は行う

ことができない。 

指定管理者が有する。 

施設の使用許可を指定管理者が

行うことができる。 

※「管理の基準」「業務の範囲」 

は条例で定めることを要する。 

 

4)利用料金制 

（※） 

採ることはできない。 採ることができる。 

※ 利用料金制…施設の利用料金を直接指定管理者の収入とし、施設の管理経費に充てる制度 

    

 ⑵ 民営化 

事業者が自らの創意工夫によりサービスの向上を行うためには、民営化 

が必要です。業務委託や指定管理者制度適用により、一定期間安定的・継続
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的に良好な運営が行われている施設について、民営化を目指します。 
民営化にあたっては、施設の土地・建物などを民間事業者に譲渡するの 

か貸与するのか、有償か無償かなど、区有資産の取扱いを整理します。 
       
⑶ 事業者の確保と適切な指導・監督 

委託事業者の選定にあたっては、施設や業務に応じて、適正な履行が確

保できる事業者を、公平公正な手続きにより選定します。区の公共サービ

スをできるだけ区民・区内事業者が担えるように、区内事業者の発掘や育

成、区民雇用の促進に努めます。あわせて、区民の皆さんとの協働を引き

続き進めます。 
委託後は、モニタリング等により運営状況を把握して委託の効果を検  

証します。必要に応じて区が適切に指導監督を行うことで、サービス水準の

維持・向上を図ります。 
民営化後も、区は必要に応じて民間事業者に対する支援や指導を行うこ 

とで、サービス水準と安定性・継続性を確保します。 
 

⑷ 計画的な移行と区民への丁寧な説明 

職員の退職の状況等を考慮しながら、長期的見通しをもって計画的に委

託・民営化を行います。運営体制の変更について、利用者をはじめとする区

民に丁寧な説明を行い、意見を聞きながら段階的に進めます。 

 
2.4.3 総合的な検討・検証体制の構築 

 

委託・民営化を進めるにあたっては、個々の施設や業務だけでなく、区全体

の行政サービスのあり方、執行体制、財政負担などを総合的に検討し、最適な

手法を選択することが求められます。委託・民営化後の運営についてもサービ

ス水準や効率性などについての検証が必要となります。 
多角的な視点から総合的に委託や民営化の検討・検証をする体制を構築し、

継続的に改善しながらサービス向上と持続可能性の確保の両立をめざします。 
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2.4.4 10年程度先を見通した方針 

   今後 10年程度を目途に、新たに進める委託や民営化の主な取組は下表の

とおりです。 

 

施設の現状 10年程度先を見通した方針 

保育園 当面、概ね10年間を目途に20園の委託を実施し、それと

並行して、委託後の保育園の民営化にも取り組みます。 

保護者の多様なニーズに応える保育サービスを実現し

ます。 

【60園】 

直営40園 

委託20園 

学童クラブ 概ね10年間を目途に学童クラブの委託と小学校内への

設置を進め、小学校施設を活用して、「学童クラブ」と「学

校応援団ひろば事業」のそれぞれの機能と特色を維持しな

がら事業運営を一体的に行う「ねりっこクラブ」を全小学

校で実施します。 

「ねりっこクラブ」の実施により、学童クラブの定員拡

大、ひろば事業の通年実施、様々なプログラムの提供によ

る放課後の充実など、すべての小学生が安全かつ充実した

放課後を過ごすことができる環境を実現します。 

【92クラブ】 

直営61クラブ 

委託25クラブ 

指定管理6クラブ 

※ねりっこクラブ 

平成28年度開始 

３クラブで実施 

児童館 ねりっこクラブの展開にあわせて機能を見直し、運営手

法を検討します。 【17館】 

直営13館 

指定管理４館 

大泉ケアハウス 併設の大泉特別養護老人ホームは、平成23年度に民営化

しています。指定管理期間の満了にあわせて、併設の大泉

特別養護老人ホームと同様に民営化することを検討しま

す。 

【１所】 

指定管理者 

福祉園 大規模改修が必要となっている石神井町福祉園は、高野

台運動場の跡地に移転し、民間事業者が整備・運営する方

式で、定員を拡大します。石神井町福祉園の跡地には、重

度障害者グループホームを誘致することを検討します。 

その他の指定管理者制度を導入している施設について

も、指定管理者の運営実績を考慮し、今後の運営方法を検

討します。 

 

【７園】 

直営２園 

指定管理５園 
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施設の現状 10年程度先を見通した方針 

福祉作業所 指定管理者の運営実績を考慮し、今後の運営方法を検討

します。 

大規模改修が必要となっている北町福祉作業所は、利用

者の高齢化に対応した機能拡充について、北保健相談所の

移転に伴う空スペースの活用を含めて検討します。 

【５所】 

指定管理５所 

こども発達支援 
センター 

平成26年度から相談事業・通所訓練事業などの業務を委

託しています。 

委託の運営実績を考慮し、業務委託の拡大等、運営方法

を検討します。 

【１所】 

一部業務委託 

心身障害者福祉 
センター 

平成25年度から中途障害者支援事業等を委託していま

す。 

委託の運営実績を考慮し、業務委託の拡大等、運営方法

を検討します。 

【１所】 

一部業務委託 

清掃事務所 可・不燃ごみの収集作業の一部を環境まちづくり公社に

委託しています。 

今後も収集作業の委託を拡大していきます。 

一部業務委託 

小中学校 

（学校調理業務） 今後４年間を目途に10校を委託します。今後も効率的な

執行体制の確保を図りながら委託の拡大を検討します。 【99校】 

直営26校 

委託73校 

（学校用務業務） 今後４年間を目途に13校を委託します。今後も効率的な

執行体制の確保を図りながら委託の拡大を検討します。 【99校】 

直営46校 

委託53校 
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施設の現状 10年程度先を見通した方針 

図書館 石神井図書館については、指定管理者制度の導入を検討

します。 

光が丘図書館、練馬図書館についても、サービスの向上

と効率的な運営に向けて検討を進めます。 

【12館】 

一部業務委託３館 

指定管理９館 

(平成29年４月から導

入予定の関町図書

館を含む数) 

花とみどりの 

相談所 
隣接する四季の香ローズガーデンとあわせて、指定管理

者制度の導入を検討します。 

【１所】 

直営 
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2.5 適正負担の方針 

 
2.5.1 使用料等の見直しの検討 

 

区立施設の使用料等は、受益者負担の原則のもと、施設の維持管理にかかる

経費の一部を賄うため、施設使用の対価として利用者から納付されています。

サービスを利用する人と利用しない人との「負担の公平性」を考えると、利用

する人が応分の負担をすることによって、利用しない人との「負担の公平性」

が確保されます。 
区の貸し出し施設等の使用料は、平成 14 年度に定めた算出方法を基本に、

光熱水費など施設の維持・運営にかかる経費をもとに、施設の性質に応じて、

税金で負担する分と利用者が負担する分の割合を設定して計算しています。こ

の間、様々な民間施設が整備され、区民の利用状況も変化しています。 
他自治体や民間施設の状況、区立施設の維持・運営にかかる経費のデータな

どをもとに、あらためて区立施設の性質分類や区外利用者の負担のあり方など

を検討します。 
なお、認可保育所の保育料については、平成 10 年度以降見直しがされてお

らず、運営費経費に占める保育料の割合は 9.5％と 23 区で最低水準となって

います。このため、低所得世帯に配慮しつつ適正な負担割合となるよう、保育

料を見直します。 
 
2.5.2 減額・免除制度の見直しの検討 

 

区立施設の使用料等の減額・免除制度は、高齢者・障害者への配慮、各種団

体活動の支援・促進、施設利用率の向上に配慮しながらも、その適用について

は、真にやむを得ないものに限定しています。 
現在の制度は平成 14 年度に定めたもので、その後大きな見直しは行ってい

ません。「超」超高齢社会の到来、少子化の進展により、施設利用者の年齢構

成なども変化していきます。今後、使用料と同様に実態等の調査を行い、その

結果を踏まえて制度の見直しを検討します。 

 

2.5.3 適正負担のあり方の検討手順 

 

これまで使用料算定の原価に含まれていなかった費用を含めて、運営にかか

るコストの実態を把握し、その結果に基づき様々な試算を行い、平成 29 年度

にデータを公表します。そのうえで、平成 30 年度以降、使用料の変動幅や減
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額・免除のあり方を含めて、区民・利用者の意見を聞きながら、適正な負担の

あり方を検討し、必要に応じて見直しを行います。 

その後も、運営コストの状況などを調査し、定期的に使用料等の見直しを検

討します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （練馬区の「これから」を考える～区政の改革に向けた資料（平成27年12月）～より） 

 免除基準 減額基準（減額率は一律 50％） 

団 

体 

・各種団体が行政活動の協力目的等で利用

するとき 

・公共的団体、登録団体が団体本来の活動

目的で利用するとき 

・構成員の半数以上が 75 歳以上の方の区

内団体が利用するとき 

・構成員の半数以上が障害者の区内団体が

利用するとき 

 ・構成員の半数以上が 65 歳以上の方の区

内団体が利用するとき 

 ・構成員の半数以上が中学生以下の区内団

体が利用するとき 

個 

人 

・75歳以上の方が利用するとき ・障害者が利用するとき 

・学齢前の幼児が利用するとき ・65歳以上 75歳未満の方が利用するとき 

 ・小中学生が利用するとき 

 人によって必要性が異なり、

民間からの提供がない 

人によって必要性が異なり、

民間からの提供がある 

多くの人が必要とし、

民間からの提供がある 

  

多くの人が必要とし、 

民間からの提供がない 

図表 16 施設の性質に応じた負担割合イメージ図 

図表 17 使用料算定における減額・免除基準(抜粋) 
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2.6 リーディングプロジェクト 

 

2.6.1 出張所の廃止と別機能への転換   
 

出張所窓口で行っていた住民票の写しの交付や税の収納などは、郵便局での

証明書発行やコンビニ交付・コンビニ収納を実施するなど代替方法を導入し、

より利便性を高めました。 
出張所は平成 28 年度末に廃止し、跡施設は区民の自主的な地域活動の拠点

とすることを基本に、新しい行政需要へ対応した機能へ転換します。これまで

説明会などで伺った地域の皆さんのご意見をもとに、施設の規模や地域の状況

に応じて、高齢者相談センター支所の移転や図書館資料受取窓口の開設、街か

どケアカフェとしての利用などの活用を進めます。 

  旧出張所建物は、併設の地域集会所または地区区民館とします。谷原出張

所は、新たに地域集会所として位置付けます。 

 

出張所跡施設の活用の方向性 

  出張所名称 跡施設活用の方向性 

1 桜台出張所 
○地域集会所 ※大規模改修までの一時的な活用   ○高齢者相談センター支所 

○街かどケアカフェ            ○青少年育成地区委員会事務局 

2 第三出張所 
○高齢者相談センター支所         ○街かどケアカフェ 

○学童クラブ等補完スペース        ○青少年育成地区委員会事務局 

3 第四出張所 ○地域集会所               ○青少年育成地区委員会事務局 

4 第五出張所 
○地域集会所               ○学童クラブ等補完スペース 

○青少年育成地区委員会事務局 

5 第六出張所 ○地域集会所受付             ○青少年育成地区委員会事務局 

6 第七出張所 ○青少年育成地区委員会事務局 

7 第八出張所 
○高齢者相談センター支所         ○図書館資料受取窓口 

○青少年育成地区委員会事務局 

8 谷原出張所 
○地域集会所 ※コミュニティ室から変更      ○街かどケアカフェ  

○青少年育成地区委員会事務局 

9 上石神井出張所 ○図書館資料受取窓口           ○青少年育成地区委員会事務局 

10 大泉西出張所 
○高齢者相談センター支所         ○街かどケアカフェ 

○青少年育成地区委員会事務局 

11 大泉北出張所 ○高齢者相談センター支所         ○青少年育成地区委員会事務局 

 

  

※夜間・休日の貸出利用 



41 
 

2.6.2 高野台運動場用地における病院と福祉園の整備 

 

高野台運動場は、三方が住宅に囲まれた敷地に庭球場と野球場が併設されて

いる施設です。野球場は狭小で、庭球場も施設が老朽化しており、いずれも十

分な環境とは言えません。 

練馬区は人口 10万人当たりの一般・療養病床数が 23区で最も少なく、23

区平均の 3分の１であり、高齢化が進むなか増大する医療需要への対応が迫ら

れています。また、近接する石神井町福祉園は老朽化が進んでおり、今後需要

増が見込まれるため、施設の改修等の際には定員拡大が望まれます。 

これらの喫緊の課題に対応するため、高野台運動場を廃止し、急性期を脱し

た方を受け入れる回復期・慢性期の機能を有する病院を誘致して地域包括ケア

システムの構築を進めるとともに、石神井町福祉園を移転し、民間事業者が整

備・運営する方式で定員を拡大します。 

現在の石神井町福祉園用地には重度障害者グループホームを誘致すること

を検討します。重度障害者グループホームと一体で、緊急一時保護、ショート

ステイや相談支援などを総合的に提供できる地域生活支援拠点とすることを

めざします。 

あわせて、備蓄物資の充実に必要な保管場所を確保するため、高野台運動場

に隣接する高野台防災備蓄倉庫を改築して拡張します。 

スポーツ施設については、練馬総合運動場の整備、大泉学園町希望が丘公園

庭球場や大泉さくら運動公園への夜間照明設備設置による利用時間の拡大な

ど、スポーツを楽しめる環境づくりや、施設の充実に取り組んでいきます。 
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2.6.3 地域施設（児童館、敬老館、地区区民館、地域集会所）の再編 

 
練馬区では、昭和 40 年代から 50 年代初頭にかけて児童館・敬老館を、50

年代以降に地区区民館（児童館機能・敬老館機能・地域集会機能の複合施設）

を整備し、昭和 60 年代以降に地域集会所（地域集会機能のみ）を地区区民館

の空白地域に整備してきました。 
これらの施設の機能を、改修や改築等の機会をとらえて徐々に転換し、長期

的に、新たな地域施設として概ね中学校区に 1 か所程度、再配置することをめ

ざします。再配置の検討にあたっては既存の施設の配置状況や交通利便性など

も考慮します。 
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現在の地域施設と機能 

施設名 施設数 施設の機能 

児童館 17 館 乳幼児から小・中学生、高校生までを対象とした子どもの

健全育成 
敬老館 12 館 高齢者の交流と健康増進 
地区区民館 22 館 児童館機能、敬老館機能と地域集会機能を併せ持つ 
地域集会所 27 所 地域集会機能 

 
 
新たな地域施設の機能イメージ 

現在の施設 新たな機能 

児童館、地区区

民館の児童館

機能 
 

・子育てのひろば・中高生のひろば 
ねりっこクラブ（小学校施設を活用して学童クラブと学校応援

団ひろば事業を一体的に運営）の展開にあわせて、乳幼児と保

護者が親子で遊んだり交流したりできる「子育てのひろば」お

よび中学生・高校生の居場所「中高生のひろば」を中心とした

機能に転換します。「中高生のひろば」は、地域バランス、青

少年館など類似施設の配置を考慮して配置を検討します。 
・子ども・子育ての地域の拠点 
 区民や地域活動団体と連携し、子どもの健全育成と子育て支援

の地域の拠点としての機能を強化し、保護者や悩みのある子ど

もたちの相談を受け止め、必要に応じ関係機関へ繋げます。 
敬老館、地区区

民館の敬老館

機能 

・街かどケアカフェ 
世代を問わず広く地域住民が交流できる場に転換します。高齢

者の相談や介護予防の事業を行う場としても活用します。可能

な場合は高齢者相談センターを併設します。 
※敬老館や地区区民館内の浴室は、改修や改築にあわせて、新

たな機能への転換を検討します。規模や周辺施設の状況、全

区的なバランスを考慮して、当面存続させる必要があるもの

は維持します。 
地区区民館の

集会機能、地域

集会所 

・施設貸出機能 
引き続き、地域住民の自主的活動・交流の場を提供します。 

これらの機能は可能な限り複合化します。一つの建物に集約できない場 

合は、既存の施設や小中学校へ併設する施設等もあわせて機能を確保します。 
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2.6.4 旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学校の統合・再編 

 

旭丘小学校、小竹小学校、旭丘中学校はいずれも過小規模となっています。

また、小竹小学校と旭丘中学校は改築が必要な時期が迫っています。そこで、

この 3校を小中一貫教育校へ再編する方針を定め、より多くの保護者や地域の

方々の意見を伺いながら進めていきます。新たな小中一貫校は旭丘小学校・中

学校の跡地に整備します。 

小竹小学校の跡施設については、地域の状況や区民ニーズ等を考慮して活用

方法を検討します。 
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2.6.5 北保健相談所移転と周辺施設の集約 

 

大規模改修が必要となっている北保健相談所は、平和台駅近くの用地を取得

して移転・改築し、利便性の向上を図ります。 
あわせて、周辺の老朽化している地域施設を複合化し、新たな区民ニーズに

応える機能を持たせます。   

新しく整備する施設は、それぞれの施設に必要な機能の見直しや会議室の相

互利用などの検討を行い、施設規模を精査します。 

周辺施設の複合化によって生じる跡地は、売却または貸付により施設整備の

財源を確保することを検討します。 

北保健相談所の移転に伴う空きスペースは、利用者の高齢化に対応した北町

福祉作業所の機能拡充や、周辺施設の複合化に活用することを検討します。 
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参考今後 30年間の改修・改築工事費の試算 

この計画に基づく取組を進めた場合の今後の改修・改築工事費を、一定の仮

定のもとに試算してみました。 

 

試算の設定 
改修・改築工事費（試算額） 

30 年間 1 年あたり 

現在の区立施設をそのまま改修、改築 

(改修周期 15 年、耐用年数 60 年) 

約 6,450 億円 約 215 億円 

※平成 27 年度時点での試算額 

 

改修周期を 20 年、目標使用年数を 80 年とする 

改修の工事費を一律で 20％削減する 

延床面積を改築時に 10％削減する 

約 3,827 億円 約 128 億円 

 

現在の区立施設をそのまま維持・更新した場合の試算と比べると大きく削減

はされるものの、現在支出している経費の約 2.5倍となっています。 

施設の老朽化の状況や財政状況を踏まえて実施計画を策定し、見直しながら

計画的に施設を維持・更新していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

〇計画に基づく取組を進めた場合の試算の仮定 

今後 30 年間に到来する改修・改築について、P14「今後 30 年間の維持・更新費

用の試算」に示した、施設毎の性質別の単価に延床面積を乗じて経費を算出します。 

   

改修改築周期 

▶ 新耐震基準の建物は 80年、旧耐震基準の建物は 60年で改築するものとします。 
▶ 20 年周期で改修(40 年目に大規模改修)します。新耐震基準の建物は 60 年目に

も改修するものとします。 
工事費 

▶ 改修については工事費を 20％削減するものとします。 
延床面積削減 

▶ 統合・再編や複合化により、総延床面積を 10％削減するものとします。経費の

算出では、便宜的に全ての施設で改築時の延床面積を 10％削減しています。 

※ ※ 
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第三章 施設種別ごとの方針 
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施設種別一覧 

 

１ 庁舎等 

２ 区民事務所、出張所 

３ 総合福祉事務所 

４ 保健相談所 

５ 清掃関連施設 

６ 土木出張所、公園出張所 

７ 文化・生涯学習施設 

８ スポーツ施設 

９ 産業振興・勤労者福祉施設、集会施設 

10 子どもと青少年の施設 

11 高齢者福祉施設 

12 障害者福祉施設 

13 地域の施設 

14 リサイクルセンター 

15 区営住宅 

16 教育施設 

17 防災学習センター 

18 男女共同参画センター えーる 

19 厚生文化会館 

20 花とみどりの相談所 

21 区民農園・市民農園 
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１ 庁舎等 
(１) 練馬区役所(本庁舎、東庁舎、西庁舎)  
【施設概要】 

区の行政機能の中枢となる施設であり、あわせて区議会があります。災害時には、

防災拠点としての機能も担います。 

本庁舎には練馬区民事務所、西庁舎には練馬総合福祉事務所、東庁舎には練馬区保

健所があります。 

本庁舎の会議室は区民への貸し出しを行っています。 

東庁舎には休日急患診療所、つつじ歯科診療所があります。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

 東庁舎・西庁舎は建築後 30年以上、本庁舎は建築後 20年以上が経過し、改修や設

備機器の更新が必要になっています。施設規模が大きく、かつ庁舎機能を維持し続け

る必要があることから多額の経費が必要となります。このため独自の改修計画を策定

し、行政機能に滞りのないよう計画的に改修を実施していきます。 

今後の行政需要への対応や、区民がより利用しやすいフロア配置、災害時の業務継

続性向上など、様々な観点から、練馬駅周辺のまちづくりとあわせて将来的なあり方

を検討します。 

  

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

東庁舎 昭55 7,821㎡

西庁舎 昭59 11,153㎡

本庁舎 平5 44,122㎡
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(２) 石神井庁舎 
【施設概要】 

  石神井区民事務所、石神井総合福祉事務所などの区民窓口機能を備えています。 

一部の会議室は区民への貸し出しも行っています。 

地下に休日急患診療所、2階に西部公園出張所があり、敷地内には西部土木出張所

があります。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

建築後 45年以上経過しており、今後 10年程度の間に改築に向けての方向性を定め

る必要があります。行政機能の維持、区民の利便性、敷地の有効活用、石神井公園駅

周辺のまちづくりなど、様々な観点から将来的なあり方を検討します。その際、民間

活力を導入する整備手法を含めて検討します。 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

石神井庁舎 昭45 5,001㎡
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(３) 旧情報公開室、職員研修所、中村北分館 
【施設概要】 

旧情報公開室は、情報公開課の事務室として使用していましたが、耐震性に課題が

あるため利用を停止しています。 

職員研修所は、研修および講演等の会場として利用しています。 

練馬区役所中村北分館は、区の情報システムの維持管理、電子データの保管をする

区のデータセンターとしての機能を担っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

旧情報公開室は、隣接する練馬図書館、生涯学習センターの大規模改修にあわせて

建物を除却し、当面オープンスペースとして活用します。 

職員研修所は、建築後 35 年が経過し大規模改修が必要となっています。周辺の区

有施設等とあわせて将来的なあり方を検討します。 

  練馬区役所中村北分館は、建物を賃借していますが、平成 31 年度の契約期間満了

時に、区が敷地とともに買い取る方針です。区の情報処理センターとして引き続き活

用するとともに、外部のデータセンターの活用により生じる空スペースについて有効

活用を検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

旧情報公開室 昭37 940㎡

職員研修所 昭56 1,140㎡

練馬区役所中村北分館 平1 2,085㎡
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２ 区民事務所、出張所 
(１) 区民事務所 
【施設概要】 

転入、転出、印鑑登録等の届け出の受付、住民票の写しや印鑑登録証明書の交付な

どを行っています。 

 

 
※１…延床面積は P50 石神井庁舎に含みます。 

※２…延床面積は P49 練馬区役所本庁舎に含みます。 

【10年後を見据えた方針】 

石神井区民事務所は、石神井庁舎の改築を見据え、石神井公園駅周辺のまちづくり、

区民の利便性などの観点も考慮して施設配置を検討します。 

早宮区民事務所は、他の区民事務所と比較して利用が少ない状況にあります。区民

への周知を行うとともに、より利便性の高い場所への将来的な移転についても検討し

ます。 

区民事務所全体の将来的な配置のあり方について、ICT の普及による事務量変化、

大江戸線延伸後の人口動向等に照らして検討します。  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

石神井区民事務所 昭45 ※1 石神井庁舎内　

早宮区民事務所 昭50 426㎡ 早宮地域集会所

光が丘区民事務所 平1 360㎡ 光が丘区民センター内

練馬区民事務所 平5 ※2 練馬区役所本庁舎内

関区民事務所 平7 1,096 ㎡ 関区民センター内

大泉区民事務所 平26
リズモ大泉学園内

地域活動支援コーナー、図書館資料受取窓口
680㎡

庁
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(２) 出張所 
【施設概要】 

出張所では住民票の写し等の証明書の交付、住民税等の収納などを行っていました

が、自動交付機やコンビニ収納の普及などによって、事務取扱件数が減少したため、

平成 26 年７月に見直しを実施し、これらの事務は取り扱わないこととしました。証

明書発行については、一部の郵便局の窓口へ委託し、コンビニ交付も開始しました。

これに伴い、出張所は平成 28年度末に廃止し、そのスペースの活用を進めます。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

  旧出張所の建物は、併設の地域集会所や地区区民館とし、区民の自主的な地域活動

の拠点とすることを基本に、高齢者相談センター支所や、街かどケアカフェ、図書館

資料受取窓口などの整備を検討します。（P38 リーディングプロジェクト参照） 

  整備される機能にあわせて、必要な工事を行います。 

  谷原出張所は、新たに地域集会所として位置付けます。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

大泉北出張所 昭45 295㎡ 大泉北地域集会所、大泉北敬老館

第六出張所 昭45 246㎡ 旭町地域集会所、旭町保育園

第七出張所 昭47 185㎡ 田柄地域集会所、田柄第二保育園

大泉西出張所 昭47 271㎡ 南大泉地域集会所、南大泉保育園

上石神井出張所 昭48 383 ㎡ 上石神井区民地域集会所、上石神井敬老館、

高齢者相談センター上石神井支所 

第五出張所 昭48 324㎡
土支田中央地域集会所、土支田保育園、

土支田児童館、土支田児童館学童クラブ

桜台出張所 昭50 610㎡ 桜台地域集会所

第四出張所 昭52 365㎡ 春日町地域集会所　※都営住宅併設 

第八出張所 昭53 199㎡ 北町地区区民館

第三出張所 昭54 487㎡ 中村橋区民センター内

谷原出張所 平14 588㎡
高齢者相談センター富士見台支所

（街かどケアカフェ　こぶし） 
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３ 総合福祉事務所 
【施設概要】 

高齢者、障害者、ひとり親家庭、生活困窮者などにかかる各種手続き、相談を行う

施設です。 

 

 
※１…延床面積は P50 石神井庁舎に含みます。 

※２…延床面積は P49 練馬区役所西庁舎に含みます。  

 

【10年後を見据えた方針】 

  石神井総合福祉事務所は、石神井庁舎の改築を見据え、石神井公園駅周辺のまち

づくり、区民の利便性などの観点も考慮して施設配置を検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

石神井総合福祉事務所 昭45 ※１ 石神井庁舎内

光が丘総合福祉事務所 平1 521㎡ 光が丘区民センター内

練馬総合福祉事務所 平5 ※2 練馬区役所内

大泉総合福祉事務所 平13 861㎡ 大泉学園ゆめりあ１内

庁
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４ 保健相談所 
【施設概要】 

乳幼児の健康診査のほか、赤ちゃんから高齢者までの健康相談、保健指導や保健師

による訪問相談を行うとともに、子育てや生活習慣病予防などに関する教室や講演会

を催しています。また、精神保健や難病に関する相談も行っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

北保健相談所（北町福祉作業所併設）の現施設は、建築後 30 年以上が経過し大規

模改修が必要な時期に来ています。保健相談所は平和台駅近隣へ移転して改築し、周

辺の区立施設と複合化することで、区民の利便性の向上を図ります。（P43 リーディ

ングプロジェクト参照） 

 

豊玉保健相談所は建築後 50 年が経過しており、長寿命化改修や将来的な改築につ

いて、練馬駅周辺のまちづくりとあわせて検討します。 

大泉保健相談所は、今後大規模改修が必要となります。大江戸線の延伸を見据え、

移転改築も視野に入れて検討します。近隣の施設との複合化についても検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

石神井保健相談所 昭53 1,693㎡ 石神井障害者地域生活支援センター

北保健相談所 昭58 713㎡ 北町福祉作業所

大泉保健相談所 昭63 899㎡

光が丘保健相談所 平1 1,114㎡ 光が丘区民センター内

関保健相談所 平17 982㎡

豊玉保健相談所 昭41 2,709㎡
豊玉障害者地域生活支援センター

学校教育支援センター練馬
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５ 清掃関連施設 
(１) 清掃事務所 
【施設概要】 

ごみの収集運搬、排出指導等の拠点となる施設です。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

可・不燃ごみの収集作業の一部を環境まちづくり公社に委託しています。 

今後も収集作業の委託を拡大していきます。 

 

 

(２) 資源循環センター 

【施設概要】 

粗大ごみ等の収集・再使用事業や、使用済み食用油からバイオディーゼル燃料を精

製する設備の運用などを行っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

資源の回収事業の拠点としての機能が果たせるよう、適切な維持管理を行います。  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

練馬清掃事務所 昭46 1,932㎡ 豊玉リサイクルセンター、図書館資料受取窓口

石神井清掃事務所 昭50 2,402㎡

練馬清掃事務所桜台分室 昭53 421㎡

谷原清掃事業所 平12 4,977㎡

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

資源循環センター 平22 1,940㎡
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６ 土木出張所・公園出張所 
【施設概要】 

道路・公園の維持補修等管理業務の拠点となる施設です。 

 

 
 

【10年後を見据えた方針】 

東部土木出張所支所は都下水道局の浸水対策整備事業により、平成 28 年度に解体

され、平成 31 年度に新築されます。整備にあたっては、他の機能との複合化の可能

性を検討します。 

  西部土木出張所、西部公園出張所は、石神井庁舎の将来的な改築の検討にあわせて、

今後の施設配置を検討します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

東部土木出張所支所 昭45 626㎡

西部土木出張所 昭45 398㎡ 石神井庁舎敷地内

西部公園出張所 昭45 70㎡ 石神井庁舎内

東部土木出張所 平3 767㎡

東部公園出張所 平3 278㎡

西部土木出張所支所

　※平成29年度開設予定
平28 289㎡ 大泉リサイクルセンター



58 
 

７ 文化・生涯学習施設 
(１) 練馬文化センター 
【施設概要】 

コンサートや演劇、バレエなどの各種公演の場として、大ホール（定員 1,486 名）、

小ホール（定員 592名）のほかリハーサル室やギャラリーなどを備えています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

  建築後 30年以上経過しており、今後 10年以内に音響等設備の更新が必要となりま

す。ホール施設の設備の一般的寿命とされる建築後 50年まで機能を維持できるよう、

計画的に改修を実施します。休館が必要な規模の改修工事にあわせ特定天井の改修を

行います。 

利用実態や都・周辺自治体のホール等の状況などから、区の文化施設として求めら

れる機能等を精査します。そのうえで、施設規模・設備のスペックにあわせた最適な

維持・更新の手法を検討します。 

 

 

(２) 大泉学園ホール 
【施設概要】 

楽器の生演奏や肉声に適した音響効果を持つホール（定員 176 名）です。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

  施設の利用実態等から、区の文化施設として求められる機能等を精査のうえ、施

設・設備の適切な維持・更新を計画的に実施します。 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

練馬文化センター 昭58 13,111㎡

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

大泉学園ホール 平13 1,994㎡ 大泉総合福祉事務所
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(３) 美術館 

【施設概要】 

近現代美術を中心とした企画展を行うほか、創作活動や作品の展示の場を区民に提

供しています。 

 

 

  

【10年後を見据えた方針】 

建築後 30年以上が経過し、大規模改修が必要となっています。隣接する東京中高

年齢労働者福祉センター（サンライフ練馬）の一部も活用して施設のリニューアルを

行い、展示機能などを充実させて文化施設としての魅力を向上させます。 

 

 

(４) 石神井公園ふるさと文化館、同分室 
【施設概要】 

石神井公園ふるさと文化館は、練馬区の歴史や伝統文化、自然を学ぶ場を提供して

います。分室は、石神井松の風文化公園の管理棟内にあり、練馬区ゆかりの文化人に

関する展示を行っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

  石神井公園に隣接する石神井公園ふるさと文化館と、石神井松の風文化公園内にあ

る分室の違いを分かりやすくするため、分室の呼称を検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

美術館 昭60 2,928㎡ 貫井図書館

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

石神井公園ふるさと文化館分室 昭61 533㎡ 石神井松の風文化公園(管理棟)

石神井公園ふるさと文化館 平21 3,475㎡
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(５) 文化交流ひろば 
【施設概要】 

旧光が丘第五小学校の跡施設を活用した施設です。青少年をはじめとする区民の文

化芸術活動、多様な文化を尊重した区民の地域活動の推進、区民相互の交流を図るこ

とを目的としています。音楽・演劇の練習室や交流室、実習室などがあります。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

練習室等の稼働率が低いため、施設をより有効に活用できるよう検討します。 

 

 

(６) 生涯学習センター、分館  
【施設概要】 

生涯学習施策の拠点として、区民の文化・学習活動へ寄与することを目的とした施

設です。 

生涯学習センターおよび生涯学習センター分館では、「練馬Ｅｎカレッジ」をはじ

めとする各種講座事業や自主的な学習・文化活動の場の提供を行っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

  生涯学習センターは、区の生涯学習事業の拠点として、現在分館が担っている練馬

En カレッジ等の機能も集約します。 

建築後 30 年以上が経過しており、今後果たすべき機能に合わせた大規模改修を実

施します。 

生涯学習センター分館は建築後約 50 年が経過しているため、必要な機能を精査し

て代替施設を確保したうえで、廃止することを検討します。 
  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

文化交流ひろば 昭61 1,199㎡ こども発達支援センター

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

生涯学習センター分館 昭42 2,497㎡ 高野台敬老館、図書館資料受取窓口

生涯学習センター 昭60 2,984㎡ 練馬図書館
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(７) 向山庭園  
【施設概要】 

日本庭園を有する特徴を生かした、区民の憩いと交流の場です。 

 

 
 
【10年後を見据えた方針】 

区民の「和」の文化・生涯学習活動の施設としての位置付けを明確にし、より有

効活用されるよう、効率的な維持管理を行います。 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

向山庭園 平25 462㎡
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(８)  図書館 
【施設概要】 

図書・記録・資料の収集・整理・保存を行い、利用者の読書支援だけでなく、生活

や仕事の上で必要な資料や情報の提供を行っている施設です。 

 

 

【10 年後を見据えた方針】 

練馬図書館、貫井図書館について、それぞれ併設する施設（生涯学習センター、美

術館）に併せて大規模改修を実施します。 

現在9館・1分室に指定管理者制度を適用しています(平成29年4月から導入予定の関

町図書館を含みます)。石神井図書館については、指定管理者制度の導入を検討しま

す。光が丘図書館、練馬図書館についても、サービスの向上と効率的な運営に向けて

検討を進めます。 

図書館外に、図書館資料の受取窓口を4か所設置しています。出張所跡施設等を活

用し、図書館資料受取窓口を増設します。 

 

●図書館

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

石神井図書館 昭45 2,442㎡

平和台図書館 昭51 2,078㎡

大泉図書館 昭54 1,975㎡

関町図書館 昭57 1,553㎡

練馬図書館 昭60 1,638㎡ 生涯学習センター

貫井図書館 昭60 1,431㎡ 美術館

稲荷山図書館 昭63 913㎡

小竹図書館 平2 794㎡

南大泉図書館 平5 733㎡ 南大泉青少年館

光が丘図書館 平6 3,576㎡

春日町図書館 平8 1,709㎡

南田中図書館 平21 920㎡ 南田中小学校屋内運動場

南大泉図書館分室こどもと本のひろば 平25 430㎡

●図書館資料受取窓口

施設名称 開設年度

高野台受取窓口 平17

豊玉受取窓口 平23

石神井公園駅受取窓口 平26

大泉学園駅受取窓口 平27

併設施設

生涯学習センター分館、高野台敬老館

豊玉リサイクルセンター、練馬清掃事務所

リズモ大泉学園内、大泉区民事務所、地域活動支援コーナー
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８ スポーツ施設 
(１) 体育館・プール 
【施設概要】 

だれもがスポーツを楽しむことができる施設です。個人・団体での利用のほか、各

種の大会やスポーツ教室等の会場としても利用されています。 

 

 
 

【10年後を見据えた方針】 

建築後 45年が経過している総合体育館は、改築に向けて、効率的に整備するため

の事業方式や現在地以外への移転の可能性も含めて検討します。 

プール等の特定天井については、耐震改修促進計画に基づき改修します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

総合体育館 昭47 6,003㎡

石神井プール 昭49 61㎡ 石神井公園ふるさと文化館

桜台体育館 昭56 1,360㎡ 開進第三中学校

上石神井体育館・プール 平2 4,234㎡

平和台体育館・プール 平5 4,636㎡

光が丘体育館・プール 平5 8,787㎡

大泉学園町体育館・プール 平9 4,634㎡

中村南スポーツ交流センター・プール 平20 6,268㎡

三原台児童館、三原台児童館学童クラブ、

三原台敬老館
昭52三原台温水プール 1,659㎡
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(２) 庭球場、野球場、運動場 
【施設概要】 

  屋外でテニス・野球などのスポーツやレクリエーションを楽しむことができる施設

です。個人、団体での利用のほか、各種の大会、スポーツ教室等の会場としても利用

されています。 

 

【10年後を見据えた方針】 

練馬総合運動場は、全天候舗装のトラック、人工芝の運動場等を備えた公園として

整備します。 

施設をより有効活用できるよう、大泉学園町希望が丘公園庭球場や大泉さくら運動

公園への夜間照明設備設置など機能の向上を図ります。 

高野台運動場は、区政の喫緊の課題に対応するため廃止し、跡地に病院を誘致して

地域包括ケアシステムの構築を進めるとともに、老朽化が進んでいる石神井町福祉園

を移転し、定員を拡大します。また、隣接する高野台防災備蓄倉庫を改築して拡張し

ます。 

今後とも、スポーツを楽しめる環境づくりや、施設の充実に取り組んでいきます。 

施設名称 建築年度※1 延床面積※1 施設内容

昭46 271㎡

平19 59㎡

北大泉野球場 昭52 119㎡ 野球場2面

大泉学園少年野球場 昭52 12㎡ 野球場1面

学田公園野球場 昭53 59㎡ 野球場1面

豊玉中公園庭球場 昭55 58㎡ 庭球場3面

高野台運動場 昭57 133㎡ 野球場1面・庭球場4面

東台野球場 昭61 53㎡ 野球場2面

石神井松の風文化公園 昭61 1,846㎡  庭球場7面・多目的広場

夏の雲公園 平1 69㎡ 庭球場4面・多目的広場

土支田庭球場 平10 200㎡ 庭球場7面

大泉さくら運動公園多目的運動場 平16 290㎡ 多目的運動場

大泉学園町希望が丘公園運動場 平23 87㎡ 庭球場3面・多目的運動広場

びくに公園 庭球場2面・多目的広場

大泉運動場
　※平成29年度開設予定

平28 163㎡ 多目的運動広場3面

やまなみ公園 多目的広場

荒川河川敷野球場 野球場3面

練馬総合運動場
400mトラック・サッカー場1面・ゲート

ボール場2面・野球場2面

※1・・・管理棟の建築年度、延床面積

※2・・・東京外かく環状道路の工事により仮設の管理棟のみ。工事終了後本設管理棟整備予定

※３・・・管理棟なし

※2

※3

※3
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９ 産業振興・勤労者福祉施設、集会施設 
(１) 東京中高年齢労働者福祉センター(サンライフ練馬) 
【施設概要】 

勤労者の福祉向上を目的とした施設であり、各種講座やトレーニングの場を提供し

ています。区民団体等への貸出施設としても活用されています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

区民の様々な自主的活動の場としても活用されている実態を考慮しながら、隣接す

る美術館の大規模改修・機能拡充にあわせて、一部の施設機能の見直しを検討します。 

 

 

(２) 勤労福祉会館 
【施設概要】 

勤労者の福祉向上を目的とした施設であり、各種講座やトレーニングの場を提供し

ています。区民団体等への貸出施設としても活用されています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

  建築後 30 年が経過しており、大規模改修の際はエレベーターの設置等バリアフリ

ー化を検討します。 

  各種講座等の事業を行うほか、区民の様々な自主的活動の場として活用されていま

す。今後、類似施設とあわせて、より利便性や効率性が高まる事業や施設のあり方を

検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

東京中高年齢労働者福祉セン

ター(サンライフ練馬)
昭56 2,471㎡

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

勤労福祉会館 昭60 2,077㎡
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(３) 石神井公園区民交流センター 
【施設概要】 

消費生活相談および職業紹介等を目的とした各種啓発、相談事業を行うほか、区民

の文化活動と交流を促進する場を提供しています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

今後、類似施設とあわせて、より利便性や効率性が高まる事業や施設のあり方を検

討します。 

 

 

(４) 区民・産業プラザ 
【施設概要】 

区内産業の振興を目的とする練馬産業振興センター、区民の文化活動と相互交流を

促進する場である区民交流ホール、地域活動の支援と協働を推進する区民協働交流セ

ンターの複合施設です。 

 

 

 

【10 年後を見据えた方針】 

今後、類似施設とあわせて、より利便性や効率性が高まる事業や施設のあり方を検

討します。 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

石神井公園区民交流センター 平14 2,101㎡

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

区民・産業プラザ 平26 3,745㎡ ココネリ内
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(５) 区民ホール 

【施設概要】 

  区民文化の向上および区民相互の交流を図るための施設です。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

いずれも光が丘区民センター・関区民センター内の併設施設であり、施設全体の改

修にあわせて改修を行います。その際は、区内の他のホール施設との機能分担も考慮

して施設のあり方を検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

光が丘区民ホール 平1 950㎡ 光が丘区民センター内

関区民ホール 平7 1,323㎡ 関区民センター内
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10 子どもと青少年の施設 
(１) 保育園 
【施設概要】 

保護者の就労・病気等のため、家庭で十分な保育が受けられない就学前の児童を保

護者に代わって保育する施設です。 

 

 

 

 

  

建築年度 延床面積 建築年度 延床面積

1 東大泉保育園 昭38 316㎡ 31 富士見台こぶし保育園 昭55 407㎡

2 桜台保育園 昭41 387㎡ 32 豊玉第四保育園 昭55 558㎡

3 谷原保育園 昭41 389㎡ 33 石神井台第二保育園 昭56 739㎡

4 田柄保育園 昭42 372㎡ 34 関町第三保育園 昭57 779㎡

5 春日町第二保育園 昭43 400㎡ 35 豊玉保育園 昭58 680㎡

6 貫井保育園 昭43 399㎡ 36 旭町第二保育園 昭58 784㎡

7 南田中保育園 昭43 332㎡ 37 光が丘第二保育園 昭58 760㎡

8 南田中第二保育園 昭43 407㎡ 38 光が丘第三保育園 昭59 827㎡

9 上石神井第三保育園 昭44 407㎡ 39 光が丘第四保育園 昭59 789㎡

10 関町第二保育園 昭44 571㎡ 40 貫井第二保育園 昭60 783㎡

11 氷川台保育園 昭44 506㎡ 41 光が丘第五保育園 昭60 867㎡

12 旭町保育園 昭45 618㎡ 42 光が丘第六保育園 昭60 875㎡

13 栄町保育園 昭46 743㎡ 43 早宮保育園 昭61 749㎡

14 関町保育園 昭46 648㎡ 44 光が丘第七保育園 昭61 835㎡

15 北大泉保育園 昭47 605㎡ 45 石神井町つつじ保育園 昭62 899㎡

16 田柄第二保育園 昭47 717㎡ 46 春日町保育園 昭62 749㎡

17 南大泉保育園 昭47 680㎡ 47 光が丘第八保育園 昭62 911㎡

18 土支田保育園 昭48 651㎡ 48 光が丘第九保育園 昭63 847㎡

19 光が丘保育園 昭48 613㎡ 49 光が丘第十保育園 平1 894㎡

20 北町第二保育園 昭49 746㎡ 50 光が丘第十一保育園 平1 866㎡

21 東大泉第二保育園 昭50 1,167㎡ 51 練馬保育園 平2 762㎡

22 向山保育園 昭50 1,092㎡ 52 高野台保育園 平6 990㎡

23 石神井台保育園 昭52 727㎡ 53 石神井町さくら保育園 平11 851㎡

24 西大泉保育園 昭52 585㎡ 54 平和台保育園 平13 826㎡

25 桜台第二保育園 昭53 730㎡ 55 北町保育園 平14 602㎡

26 高松保育園 昭53 717㎡ 56 東大泉第三保育園 平18 495㎡

27 下石神井第三保育園 昭54 769㎡ 57 豊玉第二保育園 平21 1,065㎡

28 春日町第三保育園 昭54 606㎡ 58 上石神井第二保育園 平25 829㎡

29 大泉学園保育園 昭55 768㎡ 59 豊玉第三保育園 平25 1,323㎡

30 氷川台第二保育園 昭55 775㎡ 60 上石神井保育園 平27 844㎡

施設名称 施設名称
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【10年後を見据えた方針】 

区立保育園60園のうち、すでに20園を委託しています。当面、概ね10年間を目途に

20園の委託を実施し、それと並行して、委託後の保育園の民営化にも取り組み、保護

者の多様なニーズに応える保育サービスを実現します。 

建築後40年以上経過している施設が20施設以上あり、委託や民営化の計画と整合を

図りながら、区立施設として維持するものについて改修・改築を実施します。設備等

の施設仕様を標準化し、より効率的に改修・改築を行えるようにします。 
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(２) 学童クラブ 
【施設概要】 

保護者の就労等により保育を必要とする小学生に対し、指導員の適切な指導のもと

健全育成を図る施設です。 

92 施設あり、そのうち小学校の敷地内にあるものが 50施設、児童館、地区区民館

や厚生文化会館の中にあるものが 29施設、ＵＲ住宅等の中にあるものが 13施設あり

ます。 

 

 

 

 

建築 延床 建築 延床

1 大泉小学童クラブ※ 昭39 63㎡ 25 石神井小第二学童クラブ 平13 126㎡

2 練馬第二小学童クラブ※ 昭39 111㎡ 26 八坂小学童クラブ 平14 140㎡

3 旭町小学童クラブ※ 昭40 147㎡ 27 北原小学童クラブ 平15 154㎡

4 北町小学童クラブ※ 昭40 63㎡ 28 石神井西小学童クラブ 平18 151㎡

5 仲町小学童クラブ※ 昭43 80㎡ 29 大泉第二小学童クラブ 平18 159㎡

6 開進第四小第二学童クラブ※ 昭47 63㎡ 30 北町西小学童クラブ 平19 156㎡

7 開進第四小学童クラブ※ 昭47 126㎡ 31 中村西小学童クラブ 平21 159㎡

8 南が丘小学童クラブ 昭53 73㎡ 32 上石神井小学童クラブ 平24 238㎡

9 開進第三小学童クラブ※ 昭57 96㎡ 33 大泉北小学童クラブ 平21 227㎡

10 練馬東小学童クラブ 昭58 82㎡ 34 春日小学童クラブ 平21 157㎡

11 石神井小学童クラブ 昭60 120㎡ 35 石神井台小学童クラブ 平21 297㎡

12 開進第二小学童クラブ 昭61 125㎡ 36 関町小学童クラブ 平22 225㎡

13 豊玉第二小学童クラブ 昭61 81㎡ 37 高松小学童クラブ 平22 358㎡

14 大泉第六小学童クラブ 平1 225㎡ 38 富士見台小第二学童クラブ 平22 173㎡

15 光が丘第八小学童クラブ 平1 125㎡ 39 豊玉南小学童クラブ※ 平22 190㎡

16 石神井東小学童クラブ 平5 101㎡ 40 田柄小学童クラブ 平23 217㎡

17 泉新小学童クラブ 平9 142㎡ 41 田柄小第二学童クラブ 平23 176㎡

18 大泉東小学童クラブ 平10 114㎡ 42 大泉学園小学童クラブ 平24 370㎡

19 大泉東小第二学童クラブ 平10 114㎡ 43 大泉学園緑小学童クラブ 平25 230㎡

20 練馬小学童クラブ 平11 145㎡ 44 立野小学童クラブ 平25 212㎡

21 開進第一小学童クラブ 平12 119㎡ 45 大泉第三小学童クラブ 平25 188㎡

22 中村小学童クラブ 平12 138㎡ 46 大泉西小学童クラブ 平25 159㎡

23 富士見台小学童クラブ 平13 138㎡ 47 谷原小学童クラブ※ 平26 128㎡

24 早宮小学童クラブ 平13 81㎡

●小学校内学童クラブ（※・・・校舎内）
施設名称施設名称

●ねりっこ学童クラブ
建築 延床 占有面積(※)

48 豊玉小ねりっこ学童クラブ 平18 143㎡ 206㎡

49 田柄第二小ねりっこ学童クラブ 平22 215㎡ 309㎡

50 向山小ねりっこ学童クラブ 平16 161㎡ 271㎡

施設名称

※占有面積は、小学校内に確保したスペースの面積を含む
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【10年後を見据えた方針】 

  92クラブのうち、直営が61クラブ、業務委託が25クラブ、指定管理が6クラブあり

ます。 

今後、概ね10年間を目途に学童クラブの委託と小学校内への設置を進め、小学校施

設を活用して、「学童クラブ」と「学校応援団ひろば事業」のそれぞれの機能と特色

を維持しながら事業運営を一体的に行う「ねりっこクラブ」を全小学校で実施します。 

「ねりっこクラブ」の実施により、学童クラブの定員拡大、ひろば事業の通年実施、

様々なプログラムの提供による放課後の充実など、すべての小学生が安全かつ充実し

た放課後を過ごすことができる環境を実現します。 

学校の改築等にあわせて、ねりっこクラブのためのスペースを校内に確保します。 

 

  

建築 延床 建築 延床

51 栄町児童館学童クラブ 昭46 50㎡ 66 三原台児童館学童クラブ 昭53 91㎡

52 石神井児童館学童クラブ 昭47 68㎡ 67 貫井地区区民館学童クラブ 昭54 89㎡

53 春日町児童館学童クラブ 昭48 59㎡ 68 下石神井地区区民館学童クラブ 昭54 85㎡

54 土支田児童館学童クラブ 昭48 68㎡ 69 大泉学園地区区民館学童クラブ 昭55 76㎡

55 北町児童館学童クラブ 昭49 93㎡ 70 北町第二地区区民館学童クラブ 昭55 74㎡

56 中村児童館学童クラブ 昭49 73㎡ 71 氷川台地区区民館学童クラブ 昭55 84㎡

57 中村児童館第二学童クラブ 昭49 73㎡ 72 北大泉地区区民館学童クラブ 昭57 84㎡

58 南田中児童館学童クラブ 昭49 99㎡ 73 田柄地区区民館学童クラブ 昭59 75㎡

59 関町児童館学童クラブ 昭50 63㎡ 74 西大泉地区区民館学童クラブ 昭59 82㎡

60 東大泉児童館第二学童クラブ 昭50 125㎡ 75 東大泉地区区民館学童クラブ 昭59 67㎡

61 東大泉児童館学童クラブ 昭50 125㎡ 76 関町北地区区民館学童クラブ 昭60 104㎡

62 石神井台児童館学童クラブ 昭52 82㎡ 77 厚生文化会館学童クラブ 平5 100㎡

63 豊玉北地区区民館学童クラブ 昭52 69㎡ 78 平和台児童館学童クラブ 平13 　187㎡

64 桜台地区区民館学童クラブ 昭53 78㎡ 79 上石神井児童館学童クラブ 平25 　151㎡

65 高松地区区民館学童クラブ 昭53 87㎡

建築 延床 建築 延床

80 石神井台けやき学童クラブ 昭56 170㎡ 87 石神井町学童クラブ 昭62 146㎡

81 関町北学童クラブ 昭57 93㎡ 88 光が丘すずらん学童クラブ 昭62 152㎡

82 光が丘コスモス学童クラブ 昭59 160㎡ 89 光が丘すみれ学童クラブ 昭63 217㎡

83 光が丘あさがお学童クラブ 昭60 151㎡ 90 光が丘しいのき学童クラブ 平2 162㎡

84 光が丘どんぐり学童クラブ 昭61 202㎡ 91 豊玉学童クラブ 平10 136㎡

85 光が丘つくし学童クラブ 昭61 149㎡ 92 谷原あおぞら学童クラブ 平17 221㎡

86 早宮さくら学童クラブ 昭61 116㎡

施設名称 施設名称

●その他の学童クラブ

●区立施設（児童館、地区区民館等）内学童クラブ
施設名称 施設名称
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(３) 子ども家庭支援センター 
【施設概要】 

地域の子どもと家庭の総合窓口として、様々な相談に応じるとともに、子育て支援

事業を通して地域の子育てを応援する施設です。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

子ども家庭支援センターは、都と連携して、児童相談サービスの充実を図ります。 

子育てのひろばは、児童館機能をもつ区立施設（児童館・地区区民館・厚生文化会

館）や、民設の子育てのひろばの設置状況も考慮しながら、全区的にバランスの良い

配置としていきます。  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

練馬子ども家庭支援センター

練馬駅南分室
昭39 271㎡

 ※延床面積は子育てのひろば練馬ぴよぴよ(ひろば室)、

　練馬区ファミリーサポートセンターを含む

関子ども家庭支援センター 昭57 257㎡ 学校教育支援センター関

光が丘子ども家庭支援センター分室 昭63 210㎡
 ※延床面積は子育てのひろば光が丘ぴよぴよ(ひろば室)

　を含む

光が丘子ども家庭支援センター 平1 284㎡
光が丘区民センター内

 ※延床面積は子育てのひろば光が丘ぴよぴよ(一時預か

　り室）を含む

大泉子ども家庭支援センター 平22 506㎡ 大泉障害者地域生活支援センター

練馬子ども家庭支援センター

練馬駅北分室
平26 409㎡

 ※延床面積は子育てのひろば練馬ぴよぴよ(一時預かり

　室)を含む

貫井子ども家庭支援センター 平22 148㎡
 ※子育てのひろば貫井ぴよぴよを含む

 ※民間施設内
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(４) 児童館 
【施設概要】 

学校や地域と連携しながら、0歳から18歳までの児童を対象に、自主的活動や遊び

を通して、健康で豊かな心を持った児童に育つよう援助しています。また、図書室、

工作室、音楽室、遊戯室等を利用して、各種クラブ活動や時節に合わせた行事を行っ

ています。 

乳幼児向けの事業や中高生の居場所づくり事業なども行っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

小学生の居場所となる「ねりっこクラブ」の展開にあわせて児童館等の機能を見直

し、乳幼児と保護者や中学生・高校生向けのサービス等を充実します。 

また、地域の子どもや子育てに関する課題に取り組むため、区民や地域活動団体と

連携し、子どもの健全育成と子育て支援の地域の拠点としての機能を強化します。   

子ども家庭支援センター・子育てのひろば、地区区民館、厚生文化会館など、児童

館と類似したサービスを行っている施設を含めて機能を見直し、新たな児童館機能は、

新たな地域施設の機能の一つとして、将来的に概ね中学校区に 1か所程度の配置とす

ることを目指します。「中高生の居場所」としての機能は、地域バランス、青少年館

など類似施設の配置を考慮して配置を検討します。（P40～41 リーディングプロジェク

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

栄町児童館 昭46 420㎡ 同館学童クラブ、栄町保育園、栄町敬老館

石神井児童館 昭47 458㎡ 同館学童クラブ、石神井敬老館

北大泉児童館 昭47 471㎡ 北大泉保育園　　※延床面積は子育てのひろば北大泉児童館ぴよぴよを含む

光が丘児童館 昭48 402㎡ ※延床面積は子育てのひろば光が丘児童館ぴよぴよを含む

土支田児童館 昭48 462㎡ 第五出張所、土支田中央地域集会所、土支田保育園、同館学童クラブ

春日町児童館 昭48 550㎡ 同館学童クラブ、春日町敬老館

中村児童館 昭49 717㎡ 同館学童クラブ、同第二学童クラブ、中村敬老館

南田中児童館 昭49 692㎡ 同館学童クラブ、南田中敬老館

北町児童館 昭49 493㎡ 同館学童クラブ、北町第二保育園

関町児童館 昭50 428㎡ 同館学童クラブ　　※民間施設併設

東大泉児童館 昭50 708㎡ 同館学童クラブ、同第二学童クラブ、東大泉第二保育園、東大泉敬老館

石神井台児童館 昭52 537㎡ 同館学童クラブ、石神井台保育園、石神井台敬老館

西大泉児童館 昭52 374㎡ 西大泉保育園、西大泉敬老館

三原台児童館 昭52 525㎡ 同館学童クラブ、三原台温水プール、三原台敬老館

光が丘なかよし児童館 平1 765㎡ 光が丘区民センター内

平和台児童館 平13 708㎡ 同館学童クラブ、平和台保育園

上石神井児童館 平25 534㎡ 上石神井児童館学童クラブ、上石神井第二保育園
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ト参照） 

14 館が建築後約 40年を経過しており、そのうち 8館については大規模改修未着手

のため、大規模改修または改築を検討する必要があります。併設の敬老館も含めて各

館の機能転換の方向性を考慮したうえで、改修・改築を計画的に実施していきます。 

 

 

(５) 青少年館  
【施設概要】 

青少年の健全育成を目的として、自主的なサークル活動等の場を提供する施設です。 

貸出施設としても利用されています。春日町青少年館は、心身障害者青年学級、練

馬児童劇団、ねりま若者サポートステーションの場としての機能も担っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

青少年の健全育成事業は、新たな地域施設における中高生の居場所などの児童館機

能等とあわせて再編を検討します。 

春日町青少年館は、ねりま若者サポートステーションの場を確保しながら、心身障

害者青年学級や練馬児童劇団などの実施方法等を見直し、その方向性にあわせて、施

設運営や改修等のあり方を検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

春日町青少年館 昭44 1,891㎡

南大泉青少年館 平5 595㎡ 南大泉図書館
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11 高齢者福祉施設 
(１) 高齢者センター 
【施設概要】 

区内在住の 60 歳以上の方が利用できる、生きがいづくりと健康づくりを推進する

施設です。介護予防事業をはじめ各種の教室・講座、レクリエーションのほか、相談

事業も行っています。また、娯楽室、浴室等があり、高齢者の憩い・交流・自主的活

動の場として利用されています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

平成 29年度に大泉に開設することにより、郵便番号別４圏域に各 1か所の体制が

整います。これにあわせて、高齢者の生きがいづくりと健康づくりの場としてより相

応しい名称に変更します。 

圏域内の施設等と連携しながら介護予防や相談など高齢者向けサービスを提供し

ていきます。 

 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

光が丘高齢者センター 平1 959㎡ 光が丘区民センター内

関高齢者センター 平7 1,227㎡ 関区民センタ―内

豊玉高齢者センター 平16 1,243㎡ ※都営住宅併設

大泉高齢者センター
　※平成29年度開設予定

平28 1,231㎡
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(２) 敬老館 
【施設概要】 

区内在住の 60 歳以上の方が利用できる、地域の高齢者の交流と健康増進のための

施設です。娯楽室や浴室等を備えています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

改修・改築等の機会を捉え、地区区民館、厚生文化会館の敬老館機能とあわせて再

編し、地域バランスに配慮しながら世代にとらわれず広く地域の区民が交流できるよ

う機能の転換を図ります。そこでは介護予防事業など、高齢者のための事業も行いま

す。 

浴室は、改修や改築にあわせて、新たな機能への転換を検討します。規模や周辺施

設の状況、全区的なバランスを考慮して、当面存続させる必要があるものは維持しま

す。（P40～41 リーディングプロジェクト参照） 

現在、指定管理者または業務委託により運営していますが、機能転換にあわせて運

営方法を検討します。  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

高野台敬老館 昭42 207㎡ 生涯学習センター分館、図書館資料受取窓口

大泉北敬老館 昭45 277㎡ 大泉北出張所、大泉北地域集会所

栄町敬老館 昭46 218㎡ 栄町児童館、栄町児童館学童クラブ、栄町保育園

石神井敬老館 昭47 304㎡ 石神井児童館、石神井児童館学童クラブ

春日町敬老館 昭48 359㎡ 春日町児童館、春日町児童館学童クラブ

上石神井敬老館 昭48 402㎡ 上石神井出張所、上石神井区民地域集会所、高齢者相談センター上石神井支所

中村敬老館 昭49 458㎡ 中村児童館、中村児童館学童クラブ、同第二学童クラブ

南田中敬老館 昭49 446㎡ 南田中児童館、南田中児童館学童クラブ

東大泉敬老館 昭50 331㎡ 東大泉児童館、東大泉児童館学童ｸﾗﾌﾞ、同第二学童クラブ、東大泉第二保育園

石神井台敬老館 昭52 376㎡ 石神井台児童館、石神井台児童館学童クラブ、石神井台保育園

西大泉敬老館 昭52 298㎡ 西大泉児童館、西大泉保育園

三原台敬老館 昭53 528㎡ 三原台温水プール、三原台児童館、三原台児童館学童クラブ
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(３) デイサービスセンター 
【施設概要】 

介護保険法により要支援・要介護と認定された方等を対象に、入浴・食事の提供・

機能訓練などのサービスを日帰りで提供している施設です。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

いずれも指定管理者により運営しています。平成 31年 3月 31日に指定期間が満了

（光が丘デイサービスセンターは平成 33年３月 31日まで）するため、再度公募して

指定管理者を選定します。 

高齢者集合住宅に併設している施設は、賃貸借契約により所有者から借り受けてい

ます。契約期間満了後の取扱いについて、所有者と協議します。 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

練馬中学校デイサービスセンター 昭45 204㎡ 練馬中学校内

光が丘デイサービスセンター 平1 429㎡ 光が丘区民センター内

土支田デイサービスセンター 平4 591㎡ ※高齢者集合住宅併設

豊玉デイサービスセンター 平5 652㎡ ※高齢者集合住宅併設

高松デイサービスセンター 平5 544㎡ ※高齢者集合住宅併設

東大泉デイサービスセンター 平8 559㎡ ※都営住宅併設

練馬デイサービスセンター 平8 590㎡ ※都営住宅併設

錦デイサービスセンター 平9 567㎡ ※UR併設

高野台デイサービスセンター 平13 588㎡ ※都営住宅併設
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(４) 軽費老人ホーム  
【施設概要】 

区内に居住する 60 歳以上の方で、家庭環境や住宅事情等の理由により自宅での生

活が困難な方のための施設です。 

 

 
 

【10年後を見据えた方針】 

大泉特別養護老人ホームの併設施設であり、同一の指定管理者（練馬区社会福祉事

業団）による管理を行っていましたが、大泉特別養護老人ホームは平成 23 年４月に

民営化しました。 

併設の大泉特別養護老人ホームと同様に民営化することを検討します。 

 

 

(５) 高齢者集合住宅 
【施設概要】 

65 歳以上の単身者、または 65 歳以上の方と 60 歳以上の方（親族）の二人世帯を

対象とした住宅（集合住宅）です。所得制限があります。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

  所有者から借上げ期間 30 年で賃借している施設であり、平成 33 年から 36 年に全

ての施設が契約期間満了を迎える予定です。 

今後、建物所有者の意向、入居者の状況、施設に係る経費と効果を検証し、対応を

検討していきます。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

大泉ケアハウス 平10 2,439㎡
大泉特別養護老人ホーム

大泉デイサービスセンター

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

羽沢高齢者集合住宅 平３ 3,149㎡

土支田高齢者集合住宅 平4 1,943㎡ ※土支田デイサービスセンター

豊玉高齢者集合住宅 平5 724㎡ ※豊玉デイサービスセンター

高松高齢者集合住宅 平5 1,124㎡ ※高松デイサービスセンター
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12 障害者福祉施設 
(１) 福祉園 
【施設概要】 

生活介護事業を行い、障害程度の重い方の日中活動の場として、様々な活動を通じ

て、心身の発達や社会生活能力を維持向上するための支援を行っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

７か所の福祉園のうち、氷川台・大泉学園町の２園を直営で運営し、５園で指定管

理者による管理を行っています。 

今後、定員の拡大が必要になると見込まれます。 

大規模改修が必要となっている石神井町福祉園は、高野台運動場の跡地に移転し、

民間事業者が整備・運営する方式で定員を拡大します。（P39 リーディングプロジェク

ト参照） 

その他の指定管理者制度を導入している施設についても、指定管理者の運営実績を

考慮し、今後の運営方法を検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

石神井町福祉園 昭45 516㎡

氷川台福祉園 昭58 1,501㎡

関町福祉園 昭60 1,078㎡

光が丘福祉園 昭62 959㎡ ※都営住宅併設

大泉町福祉園 平３ 1,492㎡

大泉学園町福祉園 平8 1,800㎡

貫井福祉園 平15 1,348㎡ 貫井福祉工房、貫井活動交流室
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(２) 福祉作業所等  
【施設概要】 

知的障害のある方のための福祉的就労の場として、一般企業などでの就労が困難な

方や、一定年齢に達している方に働く場を提供しています。 

また、就労に向けた訓練を経て就職を目指す支援も行っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

いずれも指定管理者により運営しています。指定管理者の運営実績を考慮し、今

後の運営方法を検討します。 

今後、利用者の高齢化に対応したサービスを検討する必要があります。 

大規模改修が必要となっている北町福祉作業所は、利用者の高齢化に対応した機能

拡充について、北保健相談所の移転に伴う空スペースの活用を含めて検討します。

（P43 リーディングプロジェクト参照） 

 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

白百合福祉作業所 昭56 601㎡

北町福祉作業所 昭58 785㎡ 北保健相談所

かたくり福祉作業所 平3 1,009㎡

大泉福祉作業所 平6 1,170㎡ 大泉つつじ荘

貫井福祉工房 平15 356㎡ 貫井福祉園、貫井活動交流室
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(３) 障害者地域生活支援センター 
【施設概要】 

障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な

支援を行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とした施設です。相談や各種講座、

地域交流事業を実施しています。 

 

 
  

【10年後を見据えた方針】 

いずれも指定管理者により運営しています。豊玉障害者地域生活支援センターにつ

いては、建築後 50年が経過しており、併設の豊玉保健相談所とあわせて長寿命化改

修や将来的な改築について検討します。 

 

 

(４) こども発達支援センター 
【施設概要】 

発達に心配のある 18 歳までのお子さんを対象に、医師、心理士などの専門の職員

が発達相談や医療相談を行い、必要に応じて適切な支援につなげ、お子さんの健やか

な成長を支援する施設です。旧光が丘第五小学校跡施設を活用して、平成 25 年に開

設しました。 

相談事業、通所訓練事業、家族支援事業、地域支援事業などを実施しています。 

 

 

   

【10年後を見据えた方針】 

平成26年度から相談事業・通所訓練事業などの業務を委託しています。 

委託の運営実績を考慮し、業務委託の拡大等、運営方法を検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

光が丘障害者地域生活支援ｾﾝﾀｰ 平１ 124㎡ 光が丘区民センター内

石神井障害者地域生活支援ｾﾝﾀｰ 昭53 194㎡ 石神井保健相談所

大泉障害者地域生活支援ｾﾝﾀｰ 平22 299㎡ 大泉子ども家庭支援センター

豊玉保健相談所

学校教育支援センター練馬
豊玉障害者地域生活支援ｾﾝﾀｰ 昭41 259㎡

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

こども発達支援センター 昭61 2,803㎡ 文化交流ひろば
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(５) 心身障害者福祉センター 
障害のある方の福祉の増進を図るため、各種の相談、機能回復訓練、重度心身障害

者の日中活動支援サービスなどを行っています。平成 25 年から高次脳機能障害等の

中途障害者に対する相談や通所訓練等も行っています。 
 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

平成25年度から中途障害者支援事業等を委託しています。 

委託の運営実績を考慮し、業務委託の拡大等、運営方法を検討します。 

併設の出張所の機能転換や地区区民館施設の機能再編も視野に入れながら、改修に

ついて検討します。また、医療的ケアが必要な就学前の障害児の発達と、その保護者

の就労を支援するよう取り組みます。 

 

 

(６) 障害者地域活動支援センター(谷原フレンド) 
【施設概要】 

重度の知的障害のある方に、創作や文化的な活動と機能訓練のほか、入浴・給食な

どを提供している施設です。学童クラブを併設しています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

併設の学童クラブとあわせて指定管理者による運営を行っています。地域で生活す

る障害者の高齢化に対応するため、必要な機能を検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

心身障害者福祉センター 昭54 2,998㎡ 中村橋区民センター内

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

障害者地域活動支援センター 平16 346㎡ 谷原あおぞら学童クラブ
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(７) 障害者グループホーム 
【施設概要】 

知的障害者が地域社会の中で自立した生活を営むことができるよう、居住の場の提

供と日常生活において必要な援助を行うとともに、単身生活や他のグループホームの

利用等により地域生活を続けていくための取組や援助を行う施設です。 

いずれも、介護者が病気などで介護できない時や休養が必要な時に、障害児（者）

をお預かりするショートステイ等の事業も行っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

指定管理者による運営を行っています。今後障害者の高齢化・重度化を念頭におい

て施策を検討する中で、必要な機能を検討します。 
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13 地域の施設 
(１) 児童館 
【施設概要】 

  10 子どもと青少年の施設参照 

 

【10年後を見据えた方針】(再掲) 

小学生の居場所となる「ねりっこクラブ」の展開にあわせて児童館等の機能を見直

し、乳幼児と保護者や中学生・高校生向けのサービス等を充実します。 

また、地域の子どもや子育てに関する課題に取り組むため、区民や地域活動団体と

連携し、子どもの健全育成と子育て支援の地域の拠点としての機能を強化します。    

子ども家庭支援センター・子育てのひろば、地区区民館、厚生文化会館など、児童

館と類似したサービスを行っている施設を含めて機能を見直し、新たな児童館機能は、

新たな地域施設の機能の一つとして、将来的に概ね中学校区に 1か所程度の配置とす

ることを目指します。「中高生の居場所」としての機能は、地域バランス、青少年館

など類似施設の配置を考慮して配置を検討します。（P40～41 リーディングプロジェク

ト参照） 

14 館が建築後約 40年を経過しており、そのうち 8館については大規模改修未着手

のため、大規模改修または改築を検討する必要があります。併設の敬老館も含めて各

館の機能転換の方向性を考慮したうえで、改修・改築を計画的に実施していきます。 

 

 

(２) 敬老館 
【施設概要】 

  11 高齢者福祉施設参照 

 

【10年後を見据えた方針】(再掲) 

改修・改築等の機会を捉え、地区区民館、厚生文化会館の敬老室とあわせて再編し、

地域バランスに配慮しながら世代にとらわれず広く地域の区民が交流できるよう機

能の転換を図ります。そこでは介護予防事業など、高齢者のための事業も行います。 

浴室は、改修や改築にあわせて、新たな機能への転換を検討します。規模や周辺施

設の状況、全区的なバランスを考慮して、当面存続させる必要があるものは維持しま

す。（P40～41 リーディングプロジェクト参照） 

現在、指定管理者または業務委託により運営していますが、機能転換にあわせて運

営方法を検討します。 
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(３) 地区区民館 
【施設概要】 

地域住民の相互交流や自主活動を促進することを目的とした施設で、子どもから高

齢者まで利用できます。地域の区民の方との協働による運営を行っています。 

 

 
 

【10 年後を見据えた方針】 

児童館機能については、小学校設置のねりっこクラブの進展や改修・改築等の機会

をとらえ、児童館等の類似機能とあわせて見直します。 

敬老館機能については、改修・改築等の機会をとらえ、敬老館等の類似施設の見直

しも考慮し、これまで以上に世代にとらわれず広く地域の区民が交流できるよう機能

の転換を図ります。浴室は、改修や改築にあわせて、新たな機能への転換を検討しま

●地区区民館
施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

桜台地区区民館 昭53 879㎡ 桜台地区区民館学童クラブ、桜台第二保育園

高松地区区民館 昭53 561㎡ 高松地区区民館学童クラブ、高松保育園

北町地区区民館 昭53 1,040㎡ 第八出張所

貫井地区区民館 昭54 1,289㎡ 中村橋区民センター内

早宮地区区民館 昭54 916㎡

富士見台地区区民館 昭55 1,030㎡ 富士見台こぶし保育園

北大泉地区区民館 昭57 1,028㎡ 北大泉地区区民館学童クラブ

旭町南地区区民館 昭58 3,611㎡

西大泉地区区民館 昭59 1,051㎡ 西大泉地区区民館学童クラブ

春日町南地区区民館 昭60 1,026㎡ ※延床面積は子育てのひろばぴよぴよを含む

関町北地区区民館 昭60 1,065㎡ 関町北地区区民館学童クラブ

南大泉地区区民館 昭61 1,100㎡

立野地区区民館 昭61 1,070㎡ ※延床面積は子育てのひろばぴよぴよを含む

旭町北地区区民館 平2 1,114㎡

光が丘地区区民館 平6 1,238㎡

北町第二地区区民館 昭55 1,108㎡

大泉学園地区区民館 昭55 905㎡

下石神井地区区民館 昭54 835㎡

氷川台地区区民館 昭55 978㎡

豊玉北地区区民館 昭52 678㎡
豊玉北地区区民館学童クラブ

※都営住宅併設

下石神井地区区民館学童クラブ

下石神井第三保育園

氷川台地区区民館学童クラブ

氷川台第二保育園

北町第二地区区民館学童クラブ

※都営住宅併設

大泉学園地区区民館学童クラブ、大泉学園保

育園

田柄地区区民館学童クラブ

※延床面積は子育てのひろばぴよぴよを含む

東大泉地区区民館学童クラブ

※都営住宅併設

田柄地区区民館 昭59 1,127㎡

東大泉地区区民館 昭59 1,444㎡
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す。規模や周辺施設の状況、全区的なバランスを考慮して、当面存続させる必要があ

るものは維持します。 

地域集会機能については、地域集会所等類似施設とあわせて再編します。 

児童館機能、区民交流機能、地域集会機能をあわせて新たな地域施設とし、将来的

に概ね中学校区に 1か所程度の配置とすることを目指します。（P40～41 リーディング

プロジェクト参照） 

新たな地域施設への機能再編にあわせて、地域の区民との協働による今後の運営の

あり方を検討します。 

大規模改修未実施の施設については、機能再編等の方向性を見据えつつ順次改修を

実施し、あわせてエレベーターの設置などバリアフリー化を進めます。 
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(４) 地域集会所 
【施設概要】 

地域住民がお互いに交流し、自主的に活動できる場を提供する身近な集会施設です。 

地域住民による運営委員会に運営を委託しています。 

 

 

 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

旭町地域集会所 昭45 379㎡ 第六出張所、旭町保育園

大泉北地域集会所 昭45 302㎡ 大泉北出張所、大泉北敬老館

田柄地域集会所 昭47 356㎡ 第七出張所、田柄第二保育園

南大泉地域集会所 昭47 462㎡ 大泉西出張所、南大泉保育園

上石神井区民地域集会所 昭48 405㎡
上石神井出張所、上石神井敬老館、

高齢者相談センター上石神井支所

桜台地域集会所 昭50 369㎡ 桜台出張所

早宮地域集会所 昭50 275㎡ 早宮区民事務所

東大泉中央地域集会所 昭50 382㎡ 学校教育支援センター大泉

春日町地域集会所 昭52 424㎡ 第四出張所　　※都営住宅併設

石神井台地域集会所 昭60 786㎡ ※都営住宅併設

旭丘地域集会所 昭62 389㎡

南田中地域集会所 昭62 333㎡

谷原地域集会所 昭62 329㎡

中村地域集会所 昭63 333㎡

向山地域集会所 平1 339㎡

上石神井地域集会所 平2 345㎡

土支田地域集会所 平3 349㎡

大泉町地域集会所 平3 359㎡

高野台地域集会所 平5 351㎡

大泉学園町地域集会所 平5 349㎡

北町地域集会所 平6 358㎡

三原台地域集会所 平6 388㎡

東大泉地域集会所 平8 383㎡

小竹地域集会所 平9 226㎡ 小竹住宅

石神井台みどり地域集会所 平10 456㎡

関町地域集会所 平14 353㎡ ※都営住宅併設

土支田中央地域集会所 昭48 420㎡
第五出張所、土支田保育園、土支田児童館、

土支田児童館学童クラブ
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【10年後を見据えた方針】 

地区区民館等類似施設とあわせて再編し、新たな地域施設の機能の一つとして将来

的に概ね中学校区に 1か所程度の配置とすることを目指します。（P40～41 リーディン

グプロジェクト参照） 

この考え方に基づき、単独の地域集会所については、周辺の学校や区立施設の改築

にあわせて複合化を検討します。稼働率の低い施設については、周辺施設との統合も

含めて検討します。 

新たな地域施設への機能再編にあわせて、地域の区民との協働による今後の運営の

あり方を検討します。 

上石神井区民地域集会所と上石神井地域集会所など、名称が紛らわしい施設につい

て見直しを検討します。 
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14 リサイクルセンター 
【施設概要】 

地域のリサイクル活動の普及促進を図り、環境学習活動の中心となる施設です。環

境・リサイクルについての知識の普及・意識啓発・情報提供や、リサイクルについて

の学習や活動の場の提供のほか、再使用可能な家具・生活用品の販売も行っています。 

 

    

【10年後を見据えた方針】 

平成 29 年度に大泉に開設することにより、４か所の体制が整います。資源循環センタ

ーと４か所のリサイクルセンターの連携により、環境学習やリサイクルをさらに推進し

ます。 

昭和 46 年建築の 2 施設のうち、豊玉リサイクルセンターは平成 21 年に大規模改修を

実施しました。関町リサイクルセンターは平成 9年の大規模改修実施から 20年を経過す

るため、長寿命化改修または改築について検討します。 

会議室の利用受付について、予約システムを導入し、稼働率向上を図ります。 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

関町リサイクルセンター 昭46 810㎡

豊玉リサイクルセンター 昭46 717㎡ 練馬清掃事務所、図書館資料受取窓口

春日町リサイクルセンター 平14 837㎡

大泉リサイクルセンター

　※平成29年度開設予定
平28 1,162㎡ 西部土木出張所支所
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15 区営住宅 
【施設概要】 

東京都との協議により都営住宅から移管されたもので、20団地 35棟 798戸ありま

す。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

区営住宅の特性を考慮した独自の長寿命化計画を策定し、予防保全的な改修を計画

的に進め、施設を適切かつ効率的に維持管理・使用していきます。 

高齢単身者世帯の増に対応し、１階の３ＤＫ１住戸を１ＤＫ２住戸にするリフォー

ム工事を行い、区営住宅への入居機会の確保を進めます。 

また、敷地の有効活用を検討します。 

  

施設名称 建築年度 延床面積 施設名称 建築年度 延床面積

北町五丁目アパート 昭56 970㎡ 桜台六丁目アパート 平2 2,702㎡

上石神井一丁目第二アパート 昭60 5,134㎡ 豊玉南三丁目アパート 平2 2,126㎡

下石神井二丁目アパート 昭62 1,631㎡ 北町五丁目第二アパート 平2 3,479㎡

下石神井四丁目アパート 昭62 3,679㎡ 早宮三丁目第三アパート 平3 2,988㎡

平和台三丁目アパート 昭63 1,844㎡ 高野台三丁目アパート 平4 3,882㎡

平和台三丁目第二アパート 昭63 2,094㎡ 小竹町二丁目アパート 平4 2,998㎡

東大泉一丁目アパート 昭63 2,382㎡ 東大泉二丁目アパート 平6 5,418㎡

高野台四丁目アパート 昭63 4,504㎡ 東大泉二丁目第二アパート 平6 5,234㎡

関町北二丁目アパート 昭63 1,845㎡ 石神井台三丁目アパート 平6 4,942㎡

豊玉北一丁目アパート 平1 2,878㎡ 豊玉北六丁目アパート 平21 1,177㎡
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16 教育施設 

(１) 小中学校 
【施設概要】 

学校施設は子どもたちの大切な学びの場であるとともに、地域で最も身近な公共施

設です。 

区では昭和 30 年代から 50 年代の人口急増期に多くの学校を建設しており、築 50

年以上経過している学校施設が全体の 4割を占め、老朽化が進んでいます。 

小学校児童数は昭和 54年、中学校生徒数は昭和 57年をそれぞれピークに、減少に

転じています。一方で、学校数は、平成 22 年度に光が丘地域の小学校 8校を 4 校に

統合・再編したことに伴い、小学校は 69 校から 65 校に減少しましたが、中学校は

34 校を維持しています。 

 
建築年度 延床面積 建築年度 延床面積

1 小竹小学校 昭34 5,371 34 田柄第二小学校 昭45 6,617

2 向山小学校 昭34 5,952 35 石神井西小学校 昭45 5,126

3 上石神井北小学校 昭34 6,154 36 大泉第六小学校 昭45 4,937

4 練馬東小学校 昭35 6,661 37 豊玉小学校 昭46 5,868

5 中村西小学校 昭37 5,173 38 南町小学校 昭46 5,811

6 豊渓小学校 昭37 6,232 39 八坂小学校 昭46 5,339

7 立野小学校 昭37 5,441 40 開進第四小学校 昭47 5,833

8 開進第一小学校 昭38 6,827 41 富士見台小学校 昭48 4,850

9 開進第二小学校 昭38 5,745 42 大泉西小学校 昭49 5,717

10 練馬小学校 昭38 6,003 43 大泉北小学校 昭49 5,659

11 豊玉第二小学校 昭39 4,885 44 練馬第三小学校 昭51 6,700

12 練馬第二小学校 昭39 6,595 45 南が丘小学校 昭51 4,744

13 大泉小学校 昭39 6,529 46 早宮小学校 昭52 5,596

14 大泉第二小学校 昭39 6,725 47 光が丘秋の陽小学校 昭52 5,695

15 旭丘小学校 昭40 6,572 48 石神井台小学校 昭52 5,293

16 豊玉東小学校 昭40 5,898 49 橋戸小学校 昭52 5,392

17 中村小学校 昭40 6,946 50 大泉学園緑小学校 昭53 5,301

18 北町小学校 昭40 7,413 51 北原小学校 昭54 5,469

19 旭町小学校 昭40 5,981 52 大泉学園桜小学校 昭55 4,808

20 関町小学校 昭40 6,938 53 春日小学校 昭56 4,658

21 大泉第一小学校 昭40 6,129 54 開進第三小学校 昭57 6,961

22 大泉第三小学校 昭40 7,072 55 光が丘四季の香小学校 昭58 6,119

23 田柄小学校 昭41 6,341 56 光が丘春の風小学校 昭59 6,324

24 石神井東小学校 昭41 5,994 57 光が丘第八小学校 平元 6,246

25 大泉南小学校 昭41 6,265 58 光が丘夏の雲小学校 平2 7,398

26 北町西小学校 昭42 6,911 59 光和小学校 平16 9,438

27 大泉第四小学校 昭42 6,276 60 豊玉南小学校 平22 7,783

28 仲町小学校 昭43 6,045 61 谷原小学校 平24 8,593

29 高松小学校 昭43 6,240 62 大泉東小学校 改築中 7,088

30 上石神井小学校 昭43 6,370 63 下石神井小学校 改築中 5,348

31 大泉学園小学校 昭43 5,880 64 石神井小学校 改築中 6,614

32 南田中小学校 昭43 6,395 65 関町北小学校 改築中 6,967

33 泉新小学校 昭44 4,702

●小学校
施設名施設名
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【10年後を見据えた方針】 

児童生徒数の動向に照らして、学校の適正規模を確保し、児童生徒が良好な教育環

境の中で学び、成長することができるよう、学校の適正配置を進めていく必要があり

ます。適正配置は、学校の統合・再編や通学区域の変更により行っていきます。 

区立学校の適正配置と学校施設の改築の優先順位づけの整合を図り、概ね年間 2校

ずつ計画的に改築を実施していきます。 

改築費用の抑制のため、学校施設の標準化を進め、可能な限りシンプルでコンパク

トな学校施設を目指します。あわせて、バリアフリー化やＩＣＴ化、児童の放課後の

居場所の確保など、今後の学校施設に求められる機能を確保していきます。 

小学校の改築等の際には、ねりっこクラブの施設を校内に整備します。また、学校

運営や教育活動に配慮した上で、地域施設の複合化や、新たな区民ニーズに対応する

ための機能整備を図ります。 

学校調理業務については、99校中 73校を委託しています。今後４年間を目途に 10

校を委託します。学校用務業務については、99校中 53校を委託しています。今後４

年間を目途に 13 校を委託します。今後も効率的な執行体制の確保を図りながら委託

の拡大を検討します。 

学校施設については、公共施設等総合管理計画に基づく個別計画として、平成 28

年度中に、学校施設管理に関する基本方針を明らかにする基本計画を策定します。さ

らに平成 29年度には、基本計画に基づき、適正配置基本方針、10年間を計画期間と

する実施計画を策定し、適正配置との整合を図りながら計画的・効率的に改築を進め

ます。 

●中学校  
建築年度 延床面積 建築年度 延床面積

1 田柄中学校 昭35 7,322 18 大泉第二中学校 昭47 7,469

2 石神井南中学校 昭36 6,075 19 八坂中学校 昭47 6,451

3 開進第三中学校 昭37 6,505 20 練馬東中学校 昭48 7,018

4 上石神井中学校 昭37 6,971 21 関中学校 昭50 7,263

5 大泉学園中学校 昭37 6,650 22 谷原中学校 昭52 6,801

6 旭丘中学校 昭38 7,111 23 石神井東中学校 昭53 7,110

7 貫井中学校 昭38 7,686 24 三原台中学校 昭53 6,333

8 大泉中学校 昭39 10,962 25 大泉北中学校 昭53 6,142

9 豊玉中学校 昭40 6,454 26 南が丘中学校 昭54 6,706

10 石神井西中学校 昭40 8,491 27 大泉学園桜中学校 昭56 5,181

11 開進第二中学校 昭41 7,456 28 光が丘第一中学校 昭59 6,590

12 豊渓中学校 昭41 5,310 29 光が丘第四中学校 昭59 6,829

13 石神井中学校 昭41 8,409 30 光が丘第二中学校 昭62 6,765

14 開進第一中学校 昭43 8,051 31 光が丘第三中学校 昭63 8,617

15 練馬中学校 昭45 7,902 32 豊玉第二中学校 平26 5,815

16 中村中学校 昭46 7,624 33 開進第四中学校 平28 6,850

17 北町中学校 昭47 7,670 34 大泉西中学校 改築中 6,157

施設名 施設名



93 
 

(２) 少年自然の家 
【施設概要】 

少年自然の家は、山間部に 2 施設（軽井沢、武石本館および新館）、臨海部に 2 施

設（下田、岩井）の計 4施設あります。 

恵まれた自然環境の中、小中学生の移動教室や臨海学校で利用しています。また、

一般の区民の方も利用することができます。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

施設の老朽化に伴い維持管理コストが増大しています。今後、児童生徒数の減少、建

築後経過年数などに基づき、移動教室や臨海学校のあり方について検討し、施設数を見

直していきます。 

 

 

(３) 幼稚園 
【施設概要】 

区立幼稚園は 3園あり、地域に開かれた幼稚園として、未就園児の親子登園や講演

会、園庭開放、異年齢児童との交流、子育て相談、子育て情報の提供等、保護者の多

様なニーズに対応した取組を行っています。また、全園で、特別に支援が必要な幼児

を受け入れ、小学校や関係機関との連携を含め、特別支援教育の充実を図っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

園児数が長期にわたって減少傾向にあります。今後、就学前児童数、幼稚園に関す

る需要動向、地域バランスを考慮しながら、幼稚園の適正配置について検討します。 

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

下田少年自然の家 昭45 2,997㎡

武石少年自然の家（本館） 昭55 4,107㎡

武石少年自然の家（新館） 平６ 1,732㎡ （一般区民の利用のみ）

岩井少年自然の家 昭60 6,298㎡

軽井沢少年自然の家 平2 8,704㎡

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

北大泉幼稚園 昭50 931㎡

光が丘むらさき幼稚園 昭61 979㎡ ※JKK併設

光が丘さくら幼稚園 平元 1,094㎡ ※都営住宅併設
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(４) 学校教育支援センター 
【施設概要】 

学校教育に関する研究・研修を行うほか、情報収集・情報発信を行っています。 

また、教育相談の拠点として子どもの教育上の心配ごとや友人関係などに関する教

育相談、不登校や不登校に準じた状況にある小学生・中学生の適応指導教室事業（フ

リーマインド、トライ）、スクールソーシャルワーク事業等を行っています。現在お

よび過去の教科書の展示を行う教科書センターの機能も担っています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

学校教育支援センター大泉の開設（平成 28年度）により、センターと練馬・大泉・

関の３地域のセンター（分室）が開室し、教育相談、適応指導教室事業の体制が整い

ます。また、光が丘第一・第二の分室では、個別の指導等、不登校の児童生徒の状況

に応じた適応指導教室事業を実施します。支援が必要な子どもと保護者に対する相

談・支援を一層充実させていきます。 

学校教育支援センターでは、事業を実施していないときの研修室等を貸し出し、利

用促進を図ります。 

 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

学校教育支援センター大泉 　昭50 459㎡ 東大泉中央地域集会所

学校教育支援センター光が丘

第一
昭59 328㎡ ※JKK併設

学校教育支援センター光が丘

第二
昭62 153㎡ ※都営住宅併設

　※1・・・大泉区民事務所移転後の跡施設に平成28年度開設予定

学校教育支援センター練馬 昭41 308㎡

学校教育支援センター関 昭57 390㎡

学校教育支援センター 4,567㎡昭62

豊玉保健相談所

豊玉障害者地域生活支援センター

子育てのひろば関ぴよぴよ

関子ども家庭支援センター

防災学習センター、練馬介護人材育成・研修

センター、練馬区社会福祉事業団

※1
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17 防災学習センター 
【施設概要】 

  防災に関する知識や技術を学び、家庭や地域において行動できるよう、防災に関す

る各種講座の実施、「地震の知識」「事前の備え」「練馬区の防災対策」等の展示や紹

介、防災に関する各種相談等を行う施設です。 

「ねりま防災カレッジ事業」の中心拠点としての機能も担っています。 

 

 
 

【10年後を見据えた方針】 

防災に関する各種講座や展示室の充実を図ることにより、施設をより有効に活用

していきます。 

また、事業を実施していないときの研修室の利用促進を図ります。 

 

 

18 男女共同参画センター えーる 

【施設概要】 

  男女共同参画社会の実現を目指すための拠点となる施設です。会議室、研修室、図

書・資料室等があり、施設の貸出し、男女共同参画に関する講座や相談事業を実施し

ています。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

都の建物の使用許可を受けて開設している施設です。都と協議しながら必要な改

修工事を行います。 

 

 

 

  

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

学校教育支援センター、練馬介護人材育成・

研修センター、練馬区社会福祉事業団
608㎡昭62防災学習センター

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

男女共同参画センター 昭62 1,676㎡ 石神井町つつじ保育園、石神井町学童クラブ
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19 厚生文化会館 
【施設概要】 

住民の自主的な活動を促進し、高齢者や児童の福祉を増進するとともに、人権尊重

の活動を推進することを目的に、児童施設・敬老施設・集会施設を備えた施設です。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

児童室は、ねりっこクラブの展開を見据えて、機能の見直しを検討します。 

敬老室は、敬老館や地区区民館の敬老機能とあわせて、機能の見直しを検討します。

そこでは介護予防事業など、高齢者のための事業も行います。 

 

 

20 花とみどりの相談所 

【施設概要】 

  植物に関する相談、展示会、植物観察会および寄せ植えなどの講習会を行っている

ほか、みどりに関わる活動をしている区民団体等に講習室の貸出しも行っています。 

  また、平成 27 年度には、花とみどりの相談所に隣接して、バラの香りをテーマと

した四季の香ローズガーデンを整備しました。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

花とみどりの相談所は建築後 30 年が経過しており大規模改修が必要な時期に来て

いることから、バラを中心とした花とみどりを楽しめる施設として、隣接する四季の

香ローズガーデンを含めてリニューアルし、指定管理者制度の導入を検討します。 

 

  

　　施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

厚生文化会館 平5 1,670㎡ 厚生文化会館学童クラブ

施設名称 建築年度 延床面積 併設施設

花とみどりの相談所 昭62 738㎡
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21 区民農園・市民農園 
【施設概要】 

  区民農園は練馬区が所有者からお借りした農地を、市民農園は練馬区が所有者から

お借りした生産緑地を整備して、区民の方に有料で貸し出している農園です。 

 

 

 

【10年後を見据えた方針】 

  機能の類似している区民農園と市民農園を統合し、あわせて、民間施設の状況も

考慮して使用料を見直します。 
  

●区民農園
施設名称 区画数 面積 施設名称 区画数 面積

中村南一丁目区民農園 90 1,930㎡ 上石神井二丁目区民農園 133 3,547㎡

向山四丁目区民農園 98 3,066㎡ 上石神井南町区民農園 40 1,249㎡

春日町二丁目区民農園 38 993㎡ 関町南三丁目区民農園 119 2,865㎡

田柄一丁目区民農園 235 4,683㎡ 関町南三丁目第二区民農園 82 2,850㎡

田柄二丁目区民農園 45 1,219㎡ 大泉学園町一丁目区民農園 38 1,519㎡

高松一丁目区民農園 30 723㎡ 大泉学園町四丁目区民農園 146 3,360㎡

高松三丁目区民農園 38 1,131㎡ 東大泉二丁目区民農園 92 2,624㎡

高野台三丁目区民農園 59 1,360㎡ 南大泉やまぶし区民農園 50 1,350㎡

石神井町六丁目区民農園 16 493㎡ 西大泉二丁目区民農園 169 3,152㎡

下石神井六丁目区民農園 73 1,937㎡

●市民農園
施設名称 建築年度※ 延床面積※ 区画数

西大泉市民農園 平４ 83㎡ 49

旭町市民農園 平5 63㎡ 44

谷原西市民農園 平6 73㎡ 49

谷原東市民農園 平6 73㎡ 56

南大泉市民農園 平6 99㎡ 48

※クラブハウスの建築年度、延べ床面積

面積

3,962㎡

2,747㎡

3,303㎡

3,327㎡

2,909㎡
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第四章 区立施設マネジメントを推進するために 
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4.1 安全管理・点検 

 
施設管理マニュアルに基づき、施設管理者が予防保全として以下の点検を行

います。 
これらの点検により、施設の不具合の兆候を把握し、20 年目、40 年目改修（大

規模改修）および 60 年目改修の際に必要な改修メニューを適切に判断します。 
 

名称 内容 時期、周期 
日常点検 ・ 建物全般における目視点検や照明およ

び放送設備など、日常的に稼動する設

備・機器などの運転状態の点検 

原則として毎日実

施 

定期点検 ・ 機器および設備の損傷、腐食、摩耗状

況を把握し、修理、修繕などの計画を立

てるために行う点検。 
・ 通常、機器の運転を停止させ、日常点

検でできない箇所の測定、調整、清掃、

記録などの作業を行う。 
・ 主な点検項目は給排水設備、電気設備、

昇降機、消防設備、ガス設備など。 

項目ごとに一定の

周期を定めて実施 

法定点検 ・ 建築基準法や消防法など、法律により

定められた点検を言い、特に設備機器に

ついては、その性能、規模などから対象

を規定され、資格を要する技術者により

実施する。 

例）消防用設備の

機器点検は１回/6
か月（消防法） 
エレベーターの性

能検査は１回 /年
（建築基準法等） 

自主点検 
緊急点検 

・ 各施設で、それぞれの設備について自

主的に点検するもので、目的を定めて施

設の仕様、劣化状況により判断して実施

する。 

適宜 
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4.2 区立施設マネジメントの推進 

 
4.2.1 推進体制の整備   

           

この計画に定めた各方針に基づき、施設配置の最適化や維持・更新、点検・

保全などを効率的に進めるため、総合調整を行う組織のあり方を検討します。

あわせて、コンストラクションマネジメント（※）のように、第三者によるチ

ェックを入れ効果的・効率的にマネジメントを行う手法についても検討します。 
※ コンストラクションマネジメント：発注者・受注者の双方が行ってきた様々なマネジ

メント（発注計画、契約管理、施工管理、品質管理等）の一部を、これまでの発注方式

とは別な方式で、別の主体に行わせる契約方式。 

また、区では、検査済証の未取得など建築手続の不備があったことから、

平成 25 年に「区立施設建築安全基本方針」を策定して建築安全にかかる取組

を進めてきました。今後も、区立施設台帳システムにより、施設の建築、点

検、改修等の履歴を記録し、建築手続を適切に行うとともに、効率的な施設

の維持・保全に活かします。 

 
4.2.2 法令順守の徹底と職員の育成 

 

施設の整備に関わる職員が法令順守意識を高め、建築安全に必要な知識を持

ち、適正な施設整備が行われるよう、専門技術や法務について研修を実施しま

す。また、各職場に応じた OJTの実施を推進し、研修等で得られた知識等の共

有を図ります。 

また、施設の日常管理を行う施設長、安全点検員などが、施設の運営におい

て法令順守し、的確に安全管理を行えるよう定期的な研修や啓発を実施します。 

 

4.2.3 実施計画の策定等                

 
学校施設については、この計画に基づく個別計画として学校施設管理基本計

画を平成 28 年度に、平成 30 年度から 39 年度までの実施計画を平成 29 年度

に策定します。 
学校以外の区立施設については、平成 29 年度に 5 か年の実施計画を策定し

ます。策定にあたっては、区民の皆さんや外部有識者等の意見をもとに検討し

ます。 
それぞれの実施計画の推進状況を点検し、必要に応じてローリングしながら

取り組みを進めます。 
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【都市インフラ編】 
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都市インフラ編について  
 

練馬区は、昭和 22年に板橋区から分離・独立した当時、人口 11万人の近郊

農業地域でしたが、今や人口は 72 万人を超え、全国有数の大都市へと発展し

ました。発展が急激であったがゆえに、道路や公園などの都市インフラの整備

が十分に行われることなく市街化が進行しました。 

本来、都市インフラは、都市的土地利用に先立って整備すべきものですが、

練馬区では既に家屋が建ち並んだ中で、都市インフラの整備を進めてきました。

このため、未だ整備が不十分な状態です。とりわけ、都市計画道路の整備が著

しく立ち遅れており、安全で快適な都市生活にとって大きな障害となるなど災

害時への備えとしても課題が残されています。 

 

自転車駐車場や自動車駐車場は、駅周辺を中心とした道路上への自転車の放

置や違法駐車による通行の妨げが問題となる中、日常生活を支える都市インフ

ラとして整備を行ってきました。必要な収容台数は確保しましたが、借地によ

り運営している施設があり、継続利用が課題です。 

 

都市インフラは、都市の安全と繁栄を支える最も基本的な公共施設であり、

その整備は、行政の責務です。 

近い将来、東京も人口が減少して、財政力の維持が困難な時代が訪れます。

今が都市インフラの整備に取り組む、最後のチャンスです。 

 

道路、橋梁、公園、駐車場は、常に良好な状態でなければ、十分な機能を果

たすことができません。都市インフラの着実な整備を進めるとともに、適切で

持続可能な維持管理に努め、将来の世代に引き継ぐことが必要です。 

 

都市インフラ編では、練馬区の都市インフラの現状と課題を明らかにしたう

えで、今後 10 年間における整備と維持管理の方針を定める計画として策定し

ます。 
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第一章 道 路 
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1.1 道路の現状 

 

1.1.1 道路の種別 

（1）道路の機能別分類 

道路は、その機能や幅員に応じて段階的に計画されており、下記の機能に分

類されます。 

 

① 自動車専用道路 

高速道路など自動車専用の道路で、広域交通を大量かつ高速に処理する道

路。 

 

② 広域的幹線道路（都市計画道路） 

都内や隣接県を広域的に移動する、主要な交通を担う幹線道路。 

 

③ 地域的幹線道路（都市計画道路） 

広域的幹線道路につながり、地域の骨格を構成し、区域内で発生・集中す

る交通を担う幹線道路。 

 

④ 生活幹線道路 

地域的幹線道路を補完する、地区の主要な交通を担う道路。 

 

⑤ 生活道路 

都市計画道路や生活幹線道路以外の道路で、日常生活に密着した道路。 

 

図表 18 道路の機能分類イメージ図 

 

  

広域的幹線道路 

地
域
的
幹
線
道
路 

生活幹線道路 

生活道路 
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（2） 道路の管理者 

道路は、国、都、区がそれぞれの役割分担に応じて整備・管理しています。 

練馬区内の道路のうち、国が管理する道路は、自動車専用道路である関越自

動車道、東京外かく環状道路、川越街道です。都が管理する道路は、目白通り、

青梅街道、環状７・８号線等です。それ以外の道路は区が管理する道路です。 

練馬区内の道路の総延長は 1,130,099ｍです。その中で練馬区道の延長は

1,048,105ｍであり、全体の約９割を占めています。総面積は 7,367,245 ㎡で

す。その中で練馬区道の面積は 5,805,401㎡であり、総面積の約８割となって

います。 

図表 19 練馬区内の道路一覧 

管理者 
道路の種類および 

主な道路 
延長（ｍ） 面積（㎡） 

機能別分類 

自
動
車
専
用
道
路 

広
域
的
幹
線
道
路 

地
域
的
幹
線
道
路 

生
活
幹
線
道
路 

生
活
道
路 

国 

高速自動車国道 

（自動車専用道路） 

4,700 152,990 

○     
・関越自動車道 

・東京外かく環状道路 

一般国道 

2,522 77,085 

 ○    ・川越街道 

東京都 

東京都道 

74,772 1,331,769 

 ○ ○ ※ ※ 
・目白通り 

・青梅街道 

・環状７、８号線など 

練馬区 練馬区道  
1,048,105 5,805,401 

  ○ ○ ○ 

合計 1,130,099 7,367,245  

※一部の道路については東京都が管理しています 

 

図表 20 練馬区内の管理者別道路の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬区道 

平成 27 年 4 月 1 現在 

資料：一般国道、自動車専用道、 

都道は「東京都道路現況調査 

平成 26 年版」（東京都建設局） 

公道総延長 1,130,099ｍ 
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板橋区 

埼玉県和光市 

豊島区 

中野区 

杉並区 

武蔵野市 

新宿区 

埼玉県新座市 

西東京市 

1.1.2 道路整備の現状 

 

(1) 都市計画道路の現状 

練馬区内の都市計画道路の整備率は約 50％で、東京都全体の整備率約

62％、23 区平均の整備率約 64％を大きく下回っています。特に区の西部地

域の整備率は約 30％と低くなっています。また、放射・環状方向の整備は

進んでいるものの、南北方向の道路の整備が遅れています。 

 

図表 21 都市計画道路の整備の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路の整備の遅れは、区内の各所で交通渋滞を発生させ、地域に

用事のない通過車両が生活道路に侵入し、日常生活を脅かしています。また、

日常生活に支障があるだけではなく、東京全体の交通ネットワークから区が

取り残されることとなり、練馬区の将来に向けた持続的発展への妨げともな

ります。 

都市計画道路は、地震等の災害時における延焼遮断となり、緊急車両の通

行路として消防・救急活動の要でもあります。整備の遅れは、都市における

防災機能を著しく低下させる要因となっています。 

 

  

整備済みの路線

事業中の路線

未整備の路線

凡　　例

都市計画道路
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(2) 生活幹線道路と生活道路の現状 

生活幹線道路は、現道の拡幅を基本として、全体で約 110km計画していま

す。そのうち約 24km が整備完了し、現在、約 5km が整備中です。しかし、

まだ約 80㎞が未整備の状況です。 

   生活道路については、６ｍ未満の道路が多く、４ｍに満たない道路が相

当程度残っています。まちづくりにより徐々に拡幅整備を進めています。

また、民間事業者による開発行為などに伴って、新たな区道が整備されて

います。 

 

練馬区道の延長は、平成 18 年度に約 1,033ｋｍであったものが、平成 27

年度は約 1,048ｋｍとなり、10 年で約 14ｋｍ増加しました。また、面積は

5,659,004㎡から 5,805,401㎡となり、10年で 146,397㎡増加しました。 

 

 
  

 生活幹線道路や生活道路の拡幅整備が遅れているため、常に人と車両が隣

あって交錯している道路や見通しの悪い交差点など日常的に交通の危険に

さらされている地区が多く存在しています。 

また、道路が狭く、消防車などの緊急車両が入りにくい、消防活動の困難

区域も多く残されています。 

図表 23 消防活動困難地域の状況 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1,033,500  

1,048,105  

5,659,004  

5,805,401  

5,600,000

5,650,000

5,700,000

5,750,000

5,800,000

5,850,000

1,025,000

1,030,000

1,035,000

1,040,000

1,045,000

1,050,000

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

面積（㎡） 延長（ｍ） 図表22 練馬区道の過去10年の推移 

延長（ｍ） 

面積（㎡） 

 

消防活動困難区域 

※幅員 6m以上の道路から 140ｍ以上離れた地域 
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1.2 道路整備の方針 

 

1.2.1 都市計画道路の整備 

東京都、特別区および 26市 2町で連携・協働して検討を進め、平成 28年

3月に、「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」を策

定し、優先的に整備すべき路線（優先整備路線）を選定しました。優先整備

路線は、今後 10年間で完成または事業着手することとしています。 

練馬区内では、都内最長となる 18.5ｋｍが優先整備路線として選定され

ました。整備は、東京都および練馬区がそれぞれの役割に応じて行います。 

このうち、練馬区が整備することされている約 5.6㎞の区間について、着実

に整備を進めていきます。 

整備にあたっては、交通処理機能のための整備だけではなく、豊かな街路

樹によるみどりを楽しめる歩道の整備、沿道の緑化の促進と併せたみどりの

ネットワークの形成、自転車の走行空間の整備、良好な街並み景観の形成な

ど、良好な都市空間を創出します。 

 

 

※ 都市計画道路の整備費 

   都市計画道路の整備には、用地買収費や工事費など、様々な費用がかか

ります。各年度の整備費用は、事業の進捗や買収する事業用地の地価によっ

て大きく異なります。 

平成 22年度～26年度の 5年間では約 5億円から約 22億円程度でした。 

これらの整備実績（補助 132 号線、補助 235 号線の用地買収費、工事費等）

によれば、整備費は 1ｍあたり概ね 900万円となります。 

第四次事業化計画に基づき練馬区が整備する約 5.6ｋｍの整備費は、総額

約 500億円と推計されます。20年間で整備すると 1年あたりでは、約 25億

円となります。 

整備費については、国や都の交付金および特別区財政調整交付金により、

財源が確保される仕組みとなっています。 

 

図表 24 都市計画道路の整備に係る財源構成 

 
 

約55%

約7%

約38%

国からの補助金（社会資

本整備総合交付金）

都からの補助金（都市計

画交付金）

区の負担金（特別区財政

調整交付金対象）

※整備路線によって補助金の財源比率は異なる。 
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1.2.2 生活幹線道路と生活道路の整備 

地区計画や密集住宅市街地整備促進事業などのまちづくりの計画に合わ

せて生活幹線道路や生活道路の整備を進めます。生活幹線道路については、

都市計画道路とのネットワークの形成など優先度を踏まえて整備します。 

また、交差点等とりわけ危険性が高い箇所については、局所改修を行うこ

とにより、歩行者の安全性確保、車両交通の円滑化を図っていきます。 

4.0m 未満の狭隘道路については、区からの助成を行い、沿道権利者によ

る幅員 4.0mと隅切り２ｍの整備を誘導していきます。 

 

1.2.3 無電柱化の推進 

「練馬区無電柱化基本方針（平成 28年 5月策定）」に基づき、都市計画道

路や生活幹線道路の整備にあわせて、無電柱化を進めます。 

これまで無電柱化が困難であった歩道が狭い、あるいは歩道のない道路に

ついても、新たな整備手法を確立し、防災に寄与する路線から、順次無電柱

化を進めます。 

また、駅周辺地域などまちづくりを進めている地域においては、住民とと

もに策定するまちづくり計画に基づいて、無電柱化に取り組みます。 
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 1.2.4 バリアフリー化の推進 

だれもがスムーズに移動できる経路を増やすため、まずは鉄道駅と施設を

結ぶルートについて段差解消や点字ブロックの設置など、バリアフリー化を

進めます。 

将来的には、面的な整備を進め、だれもが自由に社会参加できるユニバー

サルデザインのまちを目指します。 
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1.3 区道の維持管理の現状 
 

(1) 維持管理費と収入（過去 5年平均） 

区道は、上・下水道や電気、ガス等の生活を支える施設の収納空間です。

これら埋設施設の企業者による維持管理や沿道の土地利用に伴い、日々各地

で掘削・復旧が行われており、計画的な維持補修が困難になっています。 

道路の維持管理については、日常のパトロールや区民からの情報などを通

じて、適宜補修や改修を行っています。主なものは、舗装や側溝、街路灯等

の維持補修や路面の改良等であり、年間の維持管理費は約２１．２億円です。 

一方、上・下水道や電気、ガス等の道路内埋設施設の占用企業者から占用

料を徴収しており、その収入は年間で約２０．６億円あります。 

現在、道路の日常的な維持管理経費と占用料の収入はほぼ同額となってい

ます。 

 

 

図表 26 年間の維持管理費と収入 

 
 

(2) 今後 10年間にかかる維持管理費の試算 

今後 10 年間にかかる道路の維持管理の費用は、道路の整備の進捗による

増加分を加えて、これまでの実績からの推計で、約２１４．９億円となりま

す。 

一方、新たな道路の整備に伴い、電気、ガス等の道路埋設施設も増加する

ため、占用料による収入の増加が見込まれます。 

  

道路占用料等 

2,062,242 

道路維持費 

1,370,150 

路面改良費 

335,969 

その他 

413,521 

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

【収入】 

【支出】 

（千円） 

合計 

2,119,640 

合計 

2,062,242 
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1.4 区道の維持管理の方針 

 

(1) 都市計画道路や生活幹線道路の維持管理 

   歩道が設置されている都市計画道路や生活幹線道路では、上・下水道や

電気、ガス等の施設が歩道に埋設されていることから、占用企業者による

車道の掘削がありません。 

そのため、経年劣化を勘案した、計画的な修繕を行い、維持管理を効率的

に進めます。 

 

(2) 生活道路の維持管理 

生活道路については、今後も占用企業者による掘削・復旧が見込まれ、計

画的な修繕は困難です。 

定期的に巡回し異常個所がないかなどを点検して必要な修繕を行います。

沿道建築物の建て替えや日常の埋設施設の維持管理に伴う工事の状況の把

握に努め、占用企業者と十分な調整を行い、効率的な維持管理を進めます。 

 

(3) 区民との協働 

植栽や街路樹の管理については、区民との協働を進め、地域住民による 

管理の拡大に取り組みます。 

また、「ねりまちレポーター」により道路の破損等の情報を得て、速やか

に修繕するなど、区民の協力のもとにきめ細かく維持管理を行います。 
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第二章 橋 梁 
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2.1 橋梁の現状 

 

  橋梁には、河川に架かる橋梁のほかに、道路や鉄道に架かる橋梁がありま

す。また、道路に架かる橋梁には、自動車や人が通行する道路橋のほかに、

人のみが通行する歩道橋などがあります。 

練馬区内の橋梁の数は、東京都が管理している橋梁を含めて 176橋あります。

この中で練馬区が管理している橋梁の数は 125橋です。東京都が管理している

橋梁の多くは横断歩道橋です。 

 

        

        図表 27 練馬区が管理する橋梁     平成 27年 4月 1日現在 

管理者 架設箇所 橋梁数 

練馬区 

河川等に架かる橋梁 

石神井川 74 

白子川 27 

千川上水 4 

江古田川 1 

道路に架かる橋梁 
区道または都道 15 

関越自動車道 3 

道路および鉄道に架

かる橋梁 

区道および 

西武池袋線 
1 

計 125 

東京都 
51 

（うち横断歩道橋 32） 

合計 176 

 

 

2.2 橋梁整備の現状と方針 

 

練馬区内の橋梁の多くは、河川改修にあわせて架設されています。都市計画

道路の整備にあわせた橋梁の新設や河川改修に伴う架け替えを行いますが、そ

の他には新たな橋梁整備の予定はありません。 

しかし、昭和 40 年代から 50 年代にかけて多くの橋梁が架設されており、

今後、架設から 50 年を経過し老朽化する橋梁が増加します。このため、一斉

に補修や架替えの時期を迎えることになります。 

計画的な予防保全型の管理を進め、橋梁の長寿命化を図り、補修等に係る費

用の平準化や可能な限りのコスト縮減への取り組みを進めます。 
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図表 28 年度別の架設橋梁数 
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図表 29 架設から 50年以上が経過する橋梁数の推移 

 
 

  

平成 24年度 
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2.3 練馬区の橋梁の維持管理の現状 

 

(1) 維持管理の現状 

橋梁は、これまで管理するすべての橋梁を対象に、職員による日常点検など

を行い、その都度補修・補強を行うことで、損傷による事故を未然に防いでき

ました。既に計画的な予防保全型の管理を進めるため、平成 25 年 7 月に「練

馬区橋梁長寿命化修繕計画」（以下、「橋梁長寿命化計画）とします。）を策定

しました。この計画に基づき点検・修繕などの維持管理を行っています。 

なお、橋梁長寿命化計画策定のために、平成 22 年度から平成 24 年度まで、

区が管理する全橋梁について、健全度の調査を実施しました。その結果、早急

な修繕を必要とする橋梁はありませんでした。 

 

 

(2) 維持管理費 

橋梁長寿命化計画において、計画期間である平成 34 年度までに各橋梁にか

かる調査や設計、修繕等の費用は、総額約５億円と見積っています。 

計画期間中は、年度ごとに修繕費の内容が異なり、費用についても差異があ

ります。 

橋梁長寿命化計画策定後の２年間の維持管理費は、約８千６百万円でした。

橋梁長寿命化計画に基づく取組を進めることで、国から交付金が交付されます。

2年間で経費の約 4分の１にあたる約 2千 2百万円が交付されています。 

 

 図表 30 年間の維持管理費（決算額） （千円） 

  平成 26 年度 平成 27 年度 計 

調査・設計等委託料 18,566 37,220 55,786 

修繕工事費 936 30,115 31,051 

計 19,502 67,335 86,837 

補助金・交付金 5,500 16,775 22,275 
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2.4 練馬区の橋梁の維持管理の方針 

 

（1） 維持管理の基本方針 

引き続き橋梁長寿命化計画に基づき橋梁の長寿命化を進めます。 

なお、橋梁長寿命化計画は、平成 34年度までの計画ですが、平成 35年度

以降についても計画を見直して適切に長寿命化を進めます。 

 

（2） 現在の橋梁長寿命化計画の基本的な考え方 

区が管理する橋梁 125橋について、将来の維持管理を効率的かつ効果的に

実施するために、路線の重要度などに基づいた類型化（グルーピング）を行

い、グループごとに維持管理水準を設定します。 

具体的には、河川改修事業に伴う架替え予定の有無、路線の重要度、第三

者被害の有無などを考慮し、ＡＢＣの３つのグループに分けています。グ

ループごとに健全度を把握するための定期点検を実施し、橋梁の損傷を早期

に把握します。 

Ａグループは、都市計画道路の橋梁など重要度の高い橋梁です。目標寿 

命を 100年以上とします。 

Ｂグループは、重要度が中程度の橋梁です。100年で架け替えることを前

提にします。 

Ｃグループは、河川改修の予定区間にあり架け替えが予想される橋梁な 

どです。60年後の架け替えを想定します。 

グループごとの維持管理水準を満足するように、橋梁の健全度および重要

度に基づき、補修事業の実施の優先度を定めます。優先度に応じた予防的な

補修等の実施を徹底することにより、橋梁の長寿命化および補修や架替えに

必要な費用の低減を図り、ライフサイクルコストの抑制を目指します。 
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図表 31 管理区分と維持管理水準のイメージ 

健全度

供用開始
供用年数

補修 補修 補修 補修

健全度Ⅳの間に対策を実施

グループＡ：予防保全

健全：Ⅴ

軽微な損傷が発生しているが概ね健全：Ⅳ

予防的修繕が望ましい：Ⅲ

早急な修繕が必要：Ⅱ

緊急の修繕が必要：Ⅰ

健全度

供用開始
供用年数

補修 補修

架替え

健全度Ⅲの間に対策を実施

グループＢ：予防保全

健全：Ⅴ

軽微な損傷が発生しているが概ね健全：Ⅳ

予防的修繕が望ましい：Ⅲ

早急な修繕が必要：Ⅱ

緊急の修繕が必要：Ⅰ

健全度

供用開始
供用年数

補修
架替え

健全度Ⅱの間に対策を実施

グループＣ：事後保全

健全：Ⅴ

軽微な損傷が発生しているが概ね健全：Ⅳ

予防的修繕が望ましい：Ⅲ

早急な修繕が必要：Ⅱ

緊急の修繕が必要：Ⅰ

60年

100年
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図表 32 管理橋梁ごとのグループ分け一覧（1/3） 

No 橋梁名 橋長(m) 橋種 架設年度 経過年 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 径間数

1 羽城歩道橋 17.9 PC橋 昭和55年 32 C 1

2 湿化味橋 16.1 PC橋 昭和55年 32 A 1

3 開進橋 16.7 PC橋 昭和55年 32 B 1

4 羽根木橋 16.4 PC橋 昭和55年 32 B 1

5 羽根沢橋 16.4 PC橋 昭和56年 31 B 1

6 仲羽橋 16.3 PC橋 昭和56年 31 B 1

7 宮宿橋 16.6 PC橋 昭和58年 29 B 1

8 正久保橋 16.2 PC橋 昭和58年 29 A 1

9 丸山橋 16.1 PC橋 昭和61年 26 B 1

10 四の宮宿橋 20.8 PC橋 昭和62年 25 A 1

11 鎌田橋 16.1 PC橋 昭和61年 26 B 1

12 高稲荷橋 16.1 PC橋 昭和62年 25 B 1

13 早宮橋 16.1 PC橋 昭和60年 27 C 1

14 大橋 16.2 PC橋 昭和59年 28 B 1

15 糀谷橋 16.1 PC橋 昭和60年 27 B 1

16 東中央橋 22.7 鋼橋 昭和61年 26 A 1

17 東山下橋 16.1 PC橋 昭和62年 25 B 1

18 西早宮橋 25.7 鋼橋 昭和62年 25 B 1

19 南宮橋 20.9 鋼橋 昭和61年 26 B 1

20 中之橋 16.2 PC橋 昭和63年 24 A 1

21 石川橋 16 鋼橋 昭和48年 39 A 1

22 田中橋 16.1 鋼橋 平成9年 15 B 1

23 西田中橋 17.4 PC橋 平成9年 15 B 1

24 神路橋 16.5 PC橋 平成10年 14 A 1

25 道楽橋 24.4 鋼橋 平成2年 22 A 1

26 新小橋 16.1 PC橋 平成元年 23 B 1

27 小橋 17.4 PC橋 平成2年 22 B 1

28 竹橋 16.2 PC橋 平成2年 22 B 1

29 境橋 16.4 PC橋 平成元年 23 B 1

30 上新田橋 16.4 PC橋 平成8年 16 A 1

31 大野橋 17.3 PC橋 平成15年 9 B 1

32 こぶし橋 16.2 PC橋 平成9年 15 B 1

33 谷原三之橋 18.8 PC橋 平成10年 14 B 1

34 桜見橋 16.2 PC橋 平成11年 13 B 1

35 谷原二之橋 16.2 PC橋 平成12年 12 A 1

36 すずしろ橋 16.2 PC橋 平成17年 7 B 1

37 高野橋 16.5 PC橋 平成10年 14 B 1

38 富士見橋 16.4 PC橋 平成13年 11 B 1

39 高富士橋 16.5 PC橋 平成12年 12 B 1

40 下薬師堂橋 17.7 PC橋 平成12年 12 A 1

41 薬師堂橋 17.9 PC橋 平成6年 18 B 1

42 長光寺歩道橋 19.1 PC橋 昭和59年 28 C 1

架設箇所

石神井川

（74橋）
河川等
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図表 32 管理橋梁ごとのグループ分け一覧（2/3） 

No 橋梁名 橋長(m) 橋種 架設年度 経過年 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 径間数

43 平成みあい橋 48.6 鋼橋 平成4年 20 B 1

44 南田中橋 23.9 PC橋 平成6年 18 B 1

45 和田前歩道橋 21 PC橋 平成5年 19 B 1

46 山下橋 18.1 鋼橋 昭和51年 36 A 1

47 坂下橋 20.7 PC橋 平成20年 4 B 1

48 憩い橋 15.3 PC橋 平成20年 4 C 1

49 睦橋 16.1 PC橋 平成15年 9 B 1

50 根ケ原橋 18.3 PC橋 平成16年 8 B 1

51 茜歩道橋 15.2 PC橋 平成19年 5 C 1

52 松之木橋 13 PC橋 昭和43年 44 C 1

53 上御成橋 12.5 PC橋 昭和50年 37 C 1

54 栄橋 15.2 PC橋 平成23年 1 B 1

55 愛宕橋 10.3 PC橋 平成24年 0 A 1

56 小ヶ谷戸橋 10.2 PC橋 昭和54年 33 C 1

57 豊城橋 9.9 鋼橋 昭和49年 38 C 1

58 豊城歩道橋 11.5 PC橋 昭和45年 42 C 1

59 西豊城橋 10.4 PC橋 昭和43年 44 C 1

60 曙橋 8 PC橋 昭和36年 51 C 1

61 日之出橋 13 PC橋 昭和42年 45 C 1

62 稲荷橋 8.4 PC橋 昭和47年 40 C 1

63 庚申橋 8.2 鋼橋 昭和53年 34 C 1

64 関新橋 8.1 PC橋 昭和54年 33 C 1

65 若宮橋 8.2 PC橋 昭和54年 33 C 1

66 睦橋歩道橋 9.2 鋼橋 昭和54年 33 C 1

67 長者橋 11.6 PC橋 昭和53年 34 C 1

68 弁天橋 8.4 PC橋 昭和55年 32 C 1

69 武蔵関公園橋 8.6 PC橋 昭和50年 37 C 1

70 つたや橋 6.1 PC橋 昭和54年 33 C 1

71 緑橋 5.8 PC橋 昭和54年 33 C 1

72 よしきり橋 5.3 PC橋 昭和54年 33 C 1

73 とちの木橋 6.5 鋼橋 昭和58年 29 C 1

74 溜渕橋 9 PC橋 昭和55年 32 C 1

75 子安橋 9 PC橋 昭和34年 53 C 1

76 越後山橋 14.9 PC橋 昭和45年 42 C 1

77 八坂歩道橋 13.4 PC橋 昭和45年 42 C 1

78 下中里橋 9.7 PC橋 昭和46年 41 C 1

79 不動橋 9.5 PC橋 昭和45年 42 C 1

80 中里橋 11.3 PC橋 昭和45年 42 C 1

81 万年橋 9.5 PC橋 昭和46年 41 C 1

82 向下橋 9.4 PC橋 昭和45年 42 C 1

83 弥生橋 10.6 PC橋 平成12年 12 B 1

84 新橋戸橋 11.1 PC橋 平成5年 19 B 1

架設箇所

河川等

石神井川

（74橋）

白子川

（27橋）
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図表 32 管理橋梁ごとのグループ分け一覧（3/3） 

No 橋梁名 橋長(m) 橋種 架設年度 経過年 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 径間数

85 比丘尼橋 10.9 PC橋 平成5年 19 B 1

86 三ツ橋 16.7 PC橋 平成22年 2 B 1

87 水道橋 16.7 鋼橋 平成23年 1 B 1

88 東映橋 9.4 PC橋 平成24年 0 A 1

89 外山橋 12.6 鋼橋 平成21年 3 A 1

90 月見橋 10.3 PC橋 平成19年 5 B 1

91 御園橋 14.6 PC橋 昭和54年 33 C 1

92 北豊島橋 9.4 PC橋 昭和48年 39 C 1

93 学園橋 15.6 鋼橋 昭和47年 40 A 1

94 前田橋 10.7 PC橋 昭和46年 41 C 1

95 一新橋 9 PC橋 昭和47年 40 C 1

96 宮本橋 9.4 PC橋 昭和49年 38 C 1

97 緑橋 9.2 PC橋 昭和48年 39 C 1

98 松殿橋 6 PC橋 昭和42年 45 C 1

99 火の橋 9.4 PC橋 昭和55年 32 C 1

100 井頭橋 9.4 PC橋 昭和55年 32 C 1

101 七福橋 7.1 RC橋 昭和36年 51 C 1

102 竹下橋 4.5 PC橋 昭和49年 38 C 1

103 久山橋 4.1 RC橋 昭和57年 30 C 1

104 田中橋 5.6 PC橋 昭和46年 41 C 1

105 吉祥寺橋 4.5 PC橋 昭和50年 37 C 1

106
江古田川

（1橋）

江古田川

豊中橋
10.9 PC橋 平成20年 4 B 1

107 ねむの木橋 122.5 鋼橋 昭和59年 28 A 6

108 月見大橋 65.2 鋼橋 昭和61年 26 A 6

109 てんびん橋（北） 99.1 鋼橋 昭和60年 27 A 5

110 ゆうなぎ橋 177.8 混合橋 昭和60年 27 A 8

111 ひまわり橋 37.2 PC橋 昭和60年 27 B 2

112 せせらぎ橋 20.2 PC橋 昭和59年 28 B 1

113 こだま橋 28.3 PC橋 昭和61年 26 B 2

114 てんびん橋（南） 174.6 鋼橋 昭和60年 27 A 6

115 ひびき橋 106.7 鋼橋 平成2年 22 A 3

116 やすらぎ歩道橋 59.1 鋼橋 平成9年 15 A 3

117
練馬駅北

ペデストリアンデッキ
66.7 鋼橋 平成14年 10 A 9

118
練馬高野台

いきいき歩道橋
36.4 鋼橋 平成17年 7 A 1

119
公園管理橋

けやき橋
44 PC橋 昭和61年 26 A 3

120 ふれあい歩道橋 21.7 鋼橋 昭和60年 27 A 1

121 ゆめりあ歩道橋 22.4 鋼橋 平成13年 11 A 2

122 西大泉橋 37 鋼橋 昭和45年 42 A 2

123 富士見橋 37.3 PC橋 昭和46年 41 A 2

124 境橋 47.6 PC橋 昭和46年 41 A 2

125
道路および

鉄道

区道および

西武池袋線

（1橋）

大泉学園駅南

ペデストリアンデッキ
250.5 鋼橋 平成15年 9 A 11

区道または

都道

（15橋）

関越

自動車道

（3橋）

架設箇所

河川等

道路

白子川

（27橋）

千川上水

（4橋）
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第三章 公 園 
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3.1 公園の現状 

 

3.1.1 公園の種別 

 

(1) 公園の種類 

練馬区内には、公園、児童遊園、緑地緑道の 3種類があります。 

 

① 公園   幼児から大人まで幅広い年代の日常的なレクリエーション

を想定し整備する。園路・広場・植栽・休養施設・遊戯施設・

便益施設などからなる。 

② 児童遊園 主に幼児の利用に供するため整備する。遊戯施設・休養施 

設などからなる。 

③ 緑地緑道 樹林地の保全を目的として整備する。 

 

(2) 公園の管理者 

東京都と 23区の役割分担で、面積が 10ｈａ以上の公園は東京都が整備・

管理し、10ｈａ未満の公園等は区が整備・管理することとしています。 

区内の公園等 663箇所のうち、東京都が管理する都立公園は 4箇所、練馬

区が管理する公園等は 659箇所です。 

都立・区立をあわせた総面積は、約 206.3ｈａです。これは、練馬区の総

面積の 4.3％にあたります。 

練馬区が管理している公園等の面積は、全体の約半分の約 100.3ｈａです。 

公園等の箇所数は 23 区で最も多く、特に児童遊園は他区に比べ非常に多

い箇所数です。 

 

  図表 33 練馬区の公園の現状 平成 27年 4月 1日現在 

種類 箇所数 面積（ha） 

都立公園  

4 
  

城北中央公園 

光が丘公園 

石神井公園 

大泉中央公園 

105.9  

区立公園 203 76.9  

区立児童遊園 218 9.0  

区立緑地緑道等 238 14.3  

計 663 206.3  

練馬区管理 659 100.3  
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3.1.2 区立公園の整備の現状 

 

(1) 過去 5年間の公園の整備状況と費用 

公園整備の手法には、都市計画決定に基づき整備する都市計画公園のほか、

地区計画や密集住宅市街地整備促進事業によるものなど、まちづくりの一環

で整備するものがあります。 

新たな公園を整備するには、用地の確保が欠かせません。公園に適したま

とまりのある土地や、保全すべき樹林地・農地など民有地のみどりを、財源

を確保して時機を逸することなく取得することが必要です。平成 23 年度か

ら 27 年度の 5 年間には、中村かしわ公園や石神井松の風文化公園など大規

模な公園をはじめ、21か所の公園の新設・拡張等を行いました。 
 

公園の整備には、用地取得費や設計等委託料、整備工事費等、様々な費用

がかかります。過去 5 年間に完了した公園整備に要した費用は、総額で約

256億円でした。 

整備にあたっては、社会資本整備総合交付金や都市計画交付金などの補助

金を可能な限り確保するよう努めています。都市計画決定された公園の場合、

用地取得費は、補助金および特別区財政調整交付金により財源が全額確保さ

れる仕組みとなっています。工事費等については、面積あたりの整備単価が

定められており、実際の工事費はそれを上回っています。 

 

図表 34 平成 23年度～平成 27年度に整備した主な公園の整備費 
（千円） 

公園名 完了年度 
面積（㎡） 

（全体） 

用地 

取得費 

設計等 

委託料 

整備 

工事費 

中村かしわ公園 平成 23 年度 14,674.41  8,254,859 20,089 325,878 

はるさん公園 平成 24 年度 
1,506.19  748,557 4,893 60,402 

石神井松の風文化公園 平成 25 年度 
47,735.24  8,486,369 88,164 939,245 

こどもの森緑地 平成 26 年度 
3,043.55  1,214,384 19,752 91,981 

西大泉こさくっぱら緑地 平成 27 年度 
7,103.65  1,354,302 12,595 116,502 

南大泉四丁目緑地 平成 27 年度 
959.58  291,489 2,927 26,080 

四季の香公園改修 

(四季の香ローズガーデン) 
平成 27 年度 

1,276.50  ― 10,722 97,012 

高松大門公園（※1） 平成 23 年度 
1,668.81 578,883 5,607 68,951 

土支田の森公園（※1） 平成 26 年度 
2,587.46 ― 5,502 50,951 

北町上宿公園（※2） 平成 24 年度 
735.61 431,474 2,772 390,086 

※1 地区計画で整備した公園 

※2 密集住宅市街地整備促進事業で整備した公園 
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(2) 過去 10年の区立公園の推移 

区で管理している公園は、平成 18年度の 594箇所から平成 27年度は 659

箇所となり、10年で 65箇所増加しました。また、面積は 86.6haから 100.3ha

となり、10年で 13.7ha増加しました。 

このうち、区が用地を取得し公園を整備したものが 26箇所、約 12.9haで

す。そのほか、開発の際に区に提供されたものが 39箇所、約 0.7haでした。 

 

 
  

594 

659 

86.6  

100.3  

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

560

580

600

620

640

660

680

Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

面積（ha） 箇所数 図表35 過去10年の公園の推移 

箇所数 

面積（ha） 
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(3) 区民一人あたりの公園面積の推移 

都立公園を含めた区民一人当たりの公園面積は 2.88㎡で、この 10年間で

0.14 ㎡増加しました。しかし、「練馬区みどりの基本計画(※)」で定めた、

平成 50年度までの目標数値である 6㎡には、及んでいないのが現状です。 
 

※練馬区みどりの基本計画：練馬区のみどりに係る総合的な計画。平成 21 年度に策定。（平成

29 年度に改定予定） 

         図表 36 一人当たりの公園面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 練馬区のみどりに占める公園の割合 

練馬区全体のみどりのうち、屋敷林や農地など民有地のみどりが 78.3％

を占め、公園のみどりは 12.9％です。公共施設などとあわせた公共のみど

りは 21.7％となっています。 

民有地のみどりの多くは、相続などにより恒久的に保全することが困難な

状況であり、減少し続けています。みどりを保全するためにも、民有地のみ

どりを公園の整備により公有地化し、公共のみどりを増やしていく必要があ

ります。 

 

図表 37 緑被率の構成（平成 23年みどりの実態調査結果） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

公共のみどり 

21.7％ 

民有地のみどり 

78.3％ 
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3.2 区立公園の整備の方針 

 

「練馬区みどりの基本計画」では、将来の目標水準として区民一人当たりの

公園面積を６㎡と定めています。平成 32 年度までに事業着手する公園を明ら

かにした「都市計画公園・緑地の整備方針」（平成 23年に都区市町合同で策定）

等に基づき、「みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン」（平成 27 年

度～29年度）に位置付けた公園の整備を着実に進めます。 

 

(1) 公園用地の確保 

公園の整備を進めるため、公園用地の確保に努めていきます。一定規模の

土地などの情報を収集し、財源確保を図りながら公園の新規整備や拡張に取

り組みます。 

 

(2)  特色ある公園の整備 

用地の大きさや地域性などを考慮し、地域の皆さんの意見を聞きながら、

みどりの保全、スポーツ施設の充実、子どもの自由な遊びの空間など、魅力

的で特色のある公園の整備を進めます。 

 

(3) 樹林地や農のある風景の保全 

民有の樹林地等で貴重なものは公有地化し、将来にわたって保全します。  

農の風景育成地区制度を活用し、農地の保全により練馬らしい農の活きる公

園を整備します。 

 

(4) まちづくりにあわせたみどりのネットワークの形成 

 都市計画道路等の整備にあわせて街路樹を充実するとともに、まちづくり

により沿道の緑化の促進や緑道の整備に取り組み、快適な都市環境を創出す

るみどりのネットワークを形成します。 

 

※ 今後 10年間にかかる公園整備費の試算 

「みどりの風吹くまちビジョン アクションプラン」では、平成 27年度か

ら平成 29年度の３年間における具体的な整備にかかる事業費として約７６億

円（年平均 23.5億円）を見込んでいます。また、過去 5年間で整備が完了し

た公園の整備費用の平均額は、年間約 28億円となります。 

公園の新設や拡張にかかる費用は、用地取得の費用など整備箇所により大き

く異なりますが、これまでと同様に公園整備が進むと仮定すると、今後 10年

間の費用は、約 240億円から約 280億円と試算されます。 
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3.3 区立公園の維持管理の現状 

 

(1) 維持管理費と収入（過去 5年平均） 

公園の維持管理は、日常のパトロールや区民からの情報などを通じて、維

持管理を行っています。日常的な清掃や除草、管理施設や遊具の補修等をあ

わせた年間の維持管理費は約１３．１億円です。一方、収入は施設使用料等

約０．４億円です。 

 

図表 38 年間の維持管理費と収入 

 
※公園の一部は、指定管理者により管理しています。 

※公園内の建物施設（花とみどりの相談所等）の管理経費も含んでいます。 

 

(2) 今後 10年間にかかる維持管理費の試算 

公園の維持管理の費用は、今後整備が進めばさらに増加します。また、遊

具等の老朽化も進んでおり、適切な維持・更新を行う必要があります。 

過去 10年間と同様に面積が増加すると仮定すると、今後 10年間にかかる

維持管理費用は約１４１．１億円と試算されます。一方、収入はわずかであ

り、効率的・効果的な維持管理が求められます。 

 

（3） 公園にかかる意見の状況 

公園の管理には、地域から様々な声が寄せられています。平成 27年度に

各公園出張所に寄せられた意見の件数は、2,473件で、その内容は、清掃状

況、樹木管理、施設損傷、利用マナーなど多岐にわたっています。 

公園の樹木等のみどりには、多くの区民が強い愛着を持っている一方、落

ち葉や日照を妨げるなどの課題があります。地域住民の理解と協力を得なが

ら、管理を行う必要があります。 

 

（4） 地域の住民による管理 

   区では、地域住民による公園の自主管理を進めています。現在、公園の管

理が２７箇所、花壇の管理が２３箇所となっています。 

 

施設使用料等 

36,954 

光熱水費・ 

消耗品費等 

181,596 

清掃および 

除草費等 

762,806 

施設・遊具等 

補修費 

169,154 その他 

195,597  

0 500,000 1,000,000 1,500,000

【収入】 

【支出】 

（千円） 

合計36,954 

合計1,309,153 



134 
 

3.4 区立公園の維持管理の方針 

 

 (1) 区民との協働 

公園内の樹木等は、剪定のあり方などを地域の区民と意見交換しながら、

自然を活かすことを基本に管理します。 

「みどりの区民会議(※)」での議論を踏まえ、みどりの確保・創出に向け

て、公園の花壇づくり、樹木の管理、落ち葉の処理等、区民と役割を分担し、

多くの住民が参加しやすい仕組みづくりや地域住民による管理の拡大に取

り組みます。 

 
※みどりの区民会議：区民の財産である練馬のみどりを守り育てるための方策を区民参加

で考え、行動につなげるために平成 28 年度に設置する会議 

 

(2) 公園機能の安全性の確保 

現在、公園の維持管理は、職員により巡回管理しています。今後も定期的

に巡回し異常個所がないかなどを点検して必要な修繕を行います。 

遊具等は、これまでの事後保全型管理から予防保全型管理に転換すること

で、損傷が顕在化する前に補修や更新を計画的に実施し、長寿命化を進めま

す。 

「ねりまちレポーター」をはじめ区民からの情報提供も活用し、きめ細か

くかつ効率的に公園の維持管理を進めます。 
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136 
 

4.1 自転車駐車場の現状 

 

（1） 公営の自転車駐車場の状況 

   区内の公営の自転車駐車場には、区立施設のほか、公益財団法人練馬区

環境まちづくり公社と公益財団法人自転車駐車場整備センターが開設して

いる施設があります。 

現在、公営自転車駐車場は 84 箇所あり、そのうち区立の施設は 72 箇所、

収容台数は 33,212台です。その他の公営施設は、12箇所で収容台数は 9,522

台です。 

また区では、貸自転車事業として「ねりまタウンサイクル」も運用してい

ます。ねりまタウンサイクルは 7箇所あり、運用台数は 2,700台です。 

    

  図表 39 練馬区の自転車駐車場等の現状 平成 27年 4月 1日現在 

  施設数 収容（運用）台数 

自転車 

駐車場 

区立 72 

33,212  

うち原動機付自転車 

674 

その他公営 12  9,522  

計 84  42,734  

タウンサイクル 7  2,700  

 

区立自転車駐車場 72箇所のうち、借地での運営が 42箇所あり、突発的に

返還せざるを得ない場合など施設の継続性が課題です。 

また、施設の約 5 割が開設から 20 年以上経過しており、建物や管理施設

の老朽化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

  

1 
4 

10 

5 

17 
15 

9 

4 
7 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

S
5
0
以
前

 

S
5
1
年
～

S
5
5
年

 

S
5
6
年
～

S
6
0
年

 

S
6
1
年
～

H
2
年

 

H
3
年
～

H
7
年

 

H
8
年
～

H
1
2
年

 

H
1
3
年
～

H
1
7
年

 

H
1
8
年
～

H
2
2
年

 

H
2
3
年
～

H
2
7
年

 

設置数 

20年以上経過 37施設 

図表40 年度別の区立自転車駐車場の設置数 
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(2) 区立自転車駐車場の過去 10年の推移 

区立自転車駐車場は、平成 18年度の 69箇所から平成 27年度が 72箇所と

なり、3箇所増加しました。また、収容台数は 31,357台から 33,212台とな

り、1,855台増加しました。 

 
 

 

(3) 放置自転車対策の状況 

これまで練馬区では、自転車駐車場やタウンサイクルの整備と放置自転車

の撤去に取り組むことにより、午前の通勤・通学等による放置自転車の削減

に努めてきました。その結果、放置自転車台数は、ピーク時（平成７年：13,142

台）の約１/20以下に減少しています。 

過去 10年においては、午前の放置自転車が平成 18年度の 6,076台から平

成 27年度の 631台となり、約 1/10に減少しています。 

一方、午後の放置自転車は平成 18年度の 8,150台から平成 27年度の 1,311

台となり、約 1/6の減少に留まっています。 

今後は、午前の対策に加え、午後の買物客等による短時間の放置自転車対

策が必要です。 

 

69 

72 

31,357 

33,212 

29,000

30,000

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000
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収容台数（台） 箇所数 図表41 区立自転車駐車場の過去10年の推移 

箇所数 

収容台数（台） 

6,076  

4,971  

4,096  

2,550  2,369  
1,867  

1,228  906  679  631  

8,150  8,074  

6,129  

5,225  
4,821  

4,226  

2,774  
2,154  

1,473  1,311  
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（台） 図表42 駅周辺の放置自転車台数 

午前 

午後 
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(4) 自転車駐車場の維持管理の現状 

区立自転車駐車場やタウンサイクルは、平成 18年度から指定管理者制度を

導入し、施設の維持管理や運営を行っています。 

 

①  自転車駐車場の年間の維持管理費と収入（過去 5年平均） 

維持管理に要する費用は、管理運営費（指定管理者経費）と、区が支出す

る借地料、施設の修繕費、複合施設の共用修繕積立金等であり、年間約 

７．２億円です。一方、自転車駐車場の利用料金収入は約７．０億円です。 

   指定管理は、利用料金制を採用しており、利用料金収入は指定管理者が

収受し、管理運営費を除いた約１．９億円が区に納付されています。 

   区が支出している費用は約２．１億円であり、納付額に対して約０．２

億円多くなっています。 

 

図表 43 年間の維持管理費と収入 

 
 

 

②  今後 10年間にかかる自転車駐車場の維持管理費の試算 

今後 10 年間にかかる自転車駐車場とタウンサイクルの維持管理の費用

は、現在の施設用地の借地を継続した場合、約７２億円になります。引き

続き利用料金による収入を活用して維持管理を行います。 

 

 

  

利用料金収入 

699,751 

管理運営費 

（指定管理者 

経費） 

510,027 

借地料 

172,091 

維持補修費

7,607 

修繕積立金等 

28,867 

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

【収入】 

【支出】 

合計699,751 

合計718,592 

（千円） 

←   → 

（指定管理者納付金） 
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4.2 自転車駐車場の整備と維持管理の方針 

 

(1) 自転車駐車場の整備の方針 

   現在、自転車駐車場は必要な台数が確保されています。現状の台数が確

保されていれば、既存駅では新規の整備の必要はありません。 

借地として運営している施設、都市計画道路や河川事業の予定地内を借り

て運営している施設については、返還により台数が減る場合があります。駅

周辺等の利用率の高い重要な箇所など、自転車の乗り入れ台数に応じた用地

取得を進めます。また、東京都と連携して、道路区域内の整備を行うなど、

必要な台数を確保します。 

 

 

(2) 自転車駐車場の維持管理の方針 

① 放置自転車対策 

駅周辺の商店街直近の施設では、買い物等の「短時間利用」の対策を進

めます。管理機器の更新の際には、短時間の利用は無料で、一定時間が経

過すると有料となるような設定が可能なゲートやラックを導入します。 

また、駅からの距離や施設の階数の利便性に応じた利用料金を設定し、

施設の稼働を平準化します。 

 

② 指定管理者との役割分担 

引き続き、指定管理者制度により、効率的な施設管理を進めます。あわ

せて利用率の一層の向上に努めます。 

施設の維持管理については、区による施設改修と、指定管理者による日

常的な維持補修があります。今後は、指定管理者による設備等更新の範囲

を拡大し、迅速な対応によるサービスの向上を目指します。 

 

  ③ 区民との協働 

    各駅周辺において、商店会や町会・自治会などとの協議を進め、地域

住民との協働による施設の管理や放置自転車対策に取り組みます。 
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図表 44 区立自転車駐車場一覧（1/2） 

自転車 原付 計

1 平成7年 840 40 880 ○

2 平成12年 178 0 178

3 昭和55年 104 15 119

4 平成6年 60 0 60 ○

5 練馬駅 平成26年 700 0 700

6 昭和51年 322 0 322 ○

7 平成5年 80 0 80

8 練馬高野台駅 平成11年 532 0 532 ○

9 昭和58年 796 104 900

10 平成5年 768 32 800

11 平成6年 1,046 10 1,056

12 昭和51年 97 28 125

13 平成27年 440 0 440

14 平成8年 67 0 67 ○

15 平成10年 150 0 150

16 平成11年 307 28 335

17 平成19年 1,524 0 1,524

18 平成26年 500 0 500

19 平成13年 1,092 0 1,092

20 昭和50年 148 0 148 ○

21 平成15年 450 0 450

22 平成10年 1,125 75 1,200 ○

23 平成14年 672 0 672

24 平成13年 180 0 180 ○

25 昭和62年 201 0 201

26 平成8年 336 14 350

27 昭和59年 120 0 120 ○

28 平成4年 260 0 260 ○

29 平成4年 56 0 56

30 昭和63年 325 0 325 ○

31 保谷駅 平成6年 2,420 76 2,496 ○

32 昭和51年 136 0 136 ○

33 昭和58年 381 0 381 ○

34 昭和60年 400 25 425 ○

35 平成6年 639 0 639

36 平成7年 212 10 222 ○

37 平成12年 125 0 125 ○

38 平成27年 150 0 150

39 平成8年 243 10 253 ○

借地

上石神井立野橋

都民農園バス停

南大泉

上石神井
駅

上石神井駅北第一

上石神井駅北第二

上石神井駅北第三

上石神井

上石神井駅南

上石神井駅南第二

上石神井駅南第三

大泉学園駅南第二

大泉学園駅南ﾊﾞｽ通り

大泉学園駅南口地下

大泉学園駅西第三

学園通り

大泉
バス停

大泉北出張所バス停

風致地区バス停

風致地区バス停第二

風致地区バス停第三

大泉
学園駅

中島橋

東大泉

東大泉第三

大泉学園駅北

大泉学園駅北第二

大泉学園駅北第三

大泉学園駅北第四

大泉学園駅北口地下

大泉学園駅南第一

練馬駅北地下

豊島園駅
豊島園駅西

豊島園駅東

練馬高野台駅南

石神井
公園駅

石神井公園駅北

石神井公園駅北第二

石神井南　　　

江古田駅

江古田駅

江古田駅第二

江古田駅第三

江古田栄町

№ 駅名 自転車駐車場名 開設
収容台数（台）
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1 練馬駅 平成4年 400

2 石神井公園駅 平成6年 400

3 平成4年 600 ○

4 平成14年 500

5 上石神井駅 平成5年 400

6 東武練馬駅 平成4年 200 ○

7 練馬春日町駅 平成8年 200 ○

2,700 3

開設

合                    計

供用台数
（台）

上石神井

東武練馬

練馬春日町

練馬

石神井公園

大泉学園駅
大泉学園駅北口

大泉学園駅南口

№ 駅　名 施設名 借地

 

  

図表 44 区立自転車駐車場一覧（2/2） 

 図表 45 ねりまタウンサイクル一覧 

自転車 原付 計

40 昭和56年 596 14 610 ○

41 平成元年 123 0 123

42 平成2年 260 0 260

43 平成17年 278 0 278 ○

44 平成4年 246 0 246

45 平成9年 430 0 430 ○

46 平成13年 240 0 240 ○

47 東武練馬駅 平成4年 231 0 231 ○

48 小竹向原駅 昭和60年 849 0 849 ○

49 昭和58年 822 0 822 ○

50 昭和59年 359 0 359 ○

51 平成8年 187 0 187 ○

52 平成15年 532 47 579 ○

53 平成23年 160 0 160 ○

54 平成23年 180 0 180 ○

55 平成23年 60 0 60 ○

56 平成26年 150 0 150 ○

57 昭和61年 650 0 650 ○

58 平成18年 437 0 437 ○

59 平成6年 560 0 560 ○

60 平成8年 504 38 542

61 平成8年 293 0 293 ○

62 平成8年 341 0 341 ○

63 平成22年 175 0 175 ○

64 地下鉄赤塚駅 昭和57年 955 43 998

65 新桜台駅 昭和58年 231 0 231

66 新江古田駅 平成11年 186 0 186

67 練馬春日町駅 平成4年 1,004 0 1,004

68 平成3年 181 19 200

69 平成3年 2,220 0 2,220 ○

70 平成4年 352 46 398 ○

71 平成14年 390 0 390 ○

72 平成20年 174 0 174 ○

32,538 674 33,212 42

借地

合    計

光が丘第二

光が丘第三

光が丘第四

地下鉄赤塚駅南

新桜台駅

新江古田駅

練馬春日町駅

光が丘駅

田柄

光が丘

氷川台駅第八

平和台駅

平和台駅第二

平和台駅第四

早宮

早宮第二

早宮第三

平和台駅前地下

早宮第四

北町二丁目

小竹向原駅

氷川台駅

氷川台駅第一

氷川台駅第二

氷川台駅第三

氷川台駅第四

氷川台駅第五

氷川台駅第六

氷川台駅第七

武蔵関駅

武蔵関駅西

庚申橋

武蔵関駅南

武蔵関駅東

武蔵関駅南第二

武蔵関駅北

武蔵関駅北第二

№ 駅名 自転車駐車場名 開設
収容台数（台）
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4.3 自動車駐車場の現状 

 

(1) 区立自動車駐車場の開設状況 

練馬区には、以下の通り練馬駅北口地下駐車場、石神井公園駅北口駐車場、

大泉学園駅北口・南口駐車場の 4箇所あり、収容台数は 1,057台です。 

練馬駅北口地下駐車場は、開設から 20年以上が経過しており、今後、施

設の改修や管理機器の更新を進める必要があります。 

 

図表 46 練馬区の自動車駐車場の開設状況 

駐車場名 開設 収容台数 

練馬駅北口地下 

駐車場 

平成 7 年 

（平成 18 年に都から区へ移管） 
490 台 

石神井公園駅北口 

駐車場 
平成 14 年 287 台 

大泉学園駅北口 

駐車場 
平成 13 年 38 台 

大泉学園駅南口 

駐車場 
平成 14 年 242 台 

合計 1,057 台 
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(2) 自動車駐車場の維持管理の現状 

平成 18年度から指定管理者制度を導入し、施設の維持管理･運営を行って

います。 

 

①  自動車駐車場の年間の維持管理費と収入（過去 5年平均） 

維持管理に要する費用は、管理運営費（指定管理者経費）と、区が支出  

する施設の修繕費、複合施設の共用修繕積立金等であり、年間約２．７億

円です。一方、駐車場の利用料金収入は約４．９億円です。 

    指定管理は、利用料金制を採用しており、利用料金収入は指定管理者が

収受し、管理運営費を除いた約３．０億円が区に納付されています。 

    区が支出している費用約０．８億円に対して、納付額が約２．１億円多

くなっています。 

 

図表 47 年間の維持管理費と収入 

 
 

 

②  今後 10年間にかかる自動車駐車場の維持管理費の試算 

今後 10 年間にかかる駐車場等の維持管理の費用は、約２８億円になり

ます。引き続き利用料金による収入により維持管理を行います。 

 

 

 

 
  

利用料金収入

490,975 

管理運営費 

（指定管理者経

費） 

192,092 

修繕費 

36,069 
修繕積立金等 

47,886 

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

【収入】 

【支出】 

合計490,975 

合計276,047 

（千円） 

←（指定管理者納付金）→ 
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4.4 自動車駐車場の整備と維持管理の方針 
 

(1) 自動車駐車場の整備方針 

現在、駅周辺において自動車駐車場は、民間の施設が充実しています。民

間施設の整備状況や利用実態を考慮し、今後、区立自動車駐車場の新設は行

いません。 

 

 

(2) 自動車駐車場の維持管理の方針 

① 計画的な修繕の実施 

練馬駅北口地下駐車場については、老朽化を見据えて、適切な時期に修

繕を実施することで、安全性の確保と経費の抑制、効率的な維持管理を目

指します。 

複合ビル内の３施設（石神井公園駅北口、大泉学園駅北口・南口駐車場）

については、管理組合と調整を図りながら修繕等を実施します。 

 

② 指定管理者との役割分担 

引き続き、指定管理者制度により、効率的な施設管理を進めます。 

施設の維持管理については、区による施設改修と、指定管理者による日

常的な維持補修があります。今後は、指定管理者による設備等更新の範囲

を拡大し、迅速な対応によるサービスの向上を目指します。 
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